
春二+二第第一主賓

論

叢

間
際
課
税
の
主
義
論
争
・
・

皐
一
税
の
寅
呪
性
・

ずt草聖口ーー.T'司二:&J三ヨ正寸..il巳才、=

t
L
1
7
 

j
s
f
l
u
-

町

d
F
r
L
U
F

i
z
L
:
 

引
U
M
n
d

寸
J

純
正
現
象
撃
の
方
法
論
及
び
問
題
川
文
皐
博
士

勝

惜

錦

鰍

一
岬
此
救
貧
制
皮
の
一
一
例

リ

4
H叫

A
下

m
H
利
峨
業
紹
介
所
事
業
規
則

C

L

7

 

・J
3
t

、
1
1
4

一一

L
じ
宮
川
今
除
目
Z
E
-
-

白・・巴乙一乙
h
.
1

t上
半L

!り

純
一
併
凡
[
士

紳

戸

汐

見

) 
:tE 
t住

二
郎

米

田

庄
来太

・ 夏目

作

間

河

田

谷

口

嗣

耶

吉
彦

山

本

美

越

乃

同
氏

PL古
川

-A-1
 

-
I
 

L 巌

高
民
経
携
交
通
の
世
展
・

時

論

崎
労
働
争
議
調
停
法
案
に
就
て
・
・

抱

肌

常

叩

品

露
同
金
融
制
度
の
謹
選
・
・
・
・
縦
橋
本
土

ス
ミ
ス
の
植
民
地
問
に
闘
し
て

再
び
矢
内
原
教
授
に
脳
出
ふ

l 川す t防省



東豆

、J蒋
>"--
長時

叢
第
二
十
二
審

(
埴
噛
蝿
百
面
持
八
噛
)

第
二
鋭

大
正
十
五
年
二
月
後
行

Z三，、
員繭

貫主
，~ 

叩

園
際
課
税

主

義

論

争

の

紳

戸

正

雄

緒
首
{
本
論
由
目
的
)

館第
二 (8)一
段 其段

短

所 凪
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主
義
に
依
る
同
際
鵡
枇

(
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一
般
斗
此
消
従
雌
主
品
川
町
村
卦
円
以
所
副

H
短
所
司
居
師
事
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風
物
主
義
に
依
る
岡
際
観
枯
向
一
般
向
共
長
所
同
其
短
所
)

第
三
段
属
人
組
物
併
用
主
義
に
依
る
間
開
部
枯
(
九
ブ
般
川
各
元
来
自
制
骨
肘
且
刷
位
斗
直
出
世
抽
財
源
地
、
消
費
酷
住
肘
地
鵠
枇
主
義
心
共
長
町

四
其
一
旭
日
前
向
日
牧
徒
一
祖
特
別
所
得
柑
財
産
担
財
海
地
、
所
得
一
時
住
臨
地
誠
一
拍
主
義
仏
川
八
戸
諸
問
附
何
比
ハ
矩
所
岡
県
髄
祉
を
財
源
地
位
島
地
に
て
掠
中
部
挽

す
る
主
義
…
凶
共
同
左
前
向
共
蝿
周
到
直
接
続
を
佐
川
同
町
田
根
源
挽
結
合
平
と
ナ
る
主
義
何
血
抱
一
宮
財
源
固
に
て
完
全
忙
誠
一
枯
し
同
盛
岡
忙
て
割
引
粧

減
謀
軸
す
る
主
義
仏
住
所
闘
が
其
住
民
よ
り
取
る
べ
き
税
よ
り
、
共
外
車
所
得
に
つ
き
外
闘
に
て
柿
ひ
た
る
枯
闘
を
引
去
る
四
一
去
輔
副
住
所
闘
に

(
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二
大
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弟
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部
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て
外
旅
所
持
に
課
す
る
皮
告
を
比
闘
に
て
課
す
べ
告
も
白
h

牛
分
皮
と
す
る

?
L識
に
付
尉
闘
に
て
は
件
曜
の
所
持
制
か
ら
舛
闘
に
で
謀
せ

ιれ

〉

た
る
税
額
を
引
去
り
た
る
残
慣
に
相
品
。
謝
野
砧

tmす
主

義

D
仙
引
に
例
外
的
に
不
動
住
の
み
に
つ
き
此
種
山
市
郡
吉
右
主
晶
一
回
佐
品
川
唱
に
て

(
 

)
 

完
金
に
長
所
刊
に
謀
軸

L
、
M

什
怯
腕
停
に
怖
に
財
源
地
畑
出
軸

E
Mす
の
主
義
は
い
直
怯
枕
に
て
恥
い
ん
白
所
狩
又
は
所
得
紘
に
財
泌
主
義
、
共
他
を
H
H

)

)

)

 

蕗
主
義
，
と
す
る
も
山
川
土
地
家
U
H
笹
拍
車
及
共
仙
の
右
山
市
川
昌
に
則
跡
、
子
山
を
と
る
も

P
U長
一
即
日
ゆ
ゆ
仕
組
所
何
不
動
陸
軍
詩
斡
料
及
川
刊
型
車
に

-

)

)

i

 

則
誕
主
義
宜
主
る
も
の
町
土
地
家
庖
持
業
に
財
泌
主
訟
を
と
る
も
の

D
不
副
比
に
川
誠
主
識
を
と
る
も
山
仏
料
品
開
従
属
主
識
に
政
消
化
蝿
j
識
を

(

(

 

加
味
す
る
も
の
)

結
論
(
全
文
由
要
旨
)

緒

ちきt
"， 

重
複
課
税
仁
つ
い

τ最
多
〈
の
守
が
あ
h
・
そ
{

1
解
決
の
最
も
困
難
な
の
は
、
随
際
的
な
其

μ
で
あ
る
。
毛

-町一一 一司

L
て
叉
其
国
際
重
複
誠
枕
を
生
す
る
の
は
、
主
ご
わ
て
は
此
岡
際
政
秘
じ
つ
い
て
採
る
所
の
主
義
が
岡
に
よ
h
て

異
る
が
箱
崎
で
ゐ
b
(
詰
一
)
、
北
(
の
各
国
が
異
る
ナ
義
を
採
る
の
に
は
其
図
々
の
立
場

ω異
る
所
か
ら
避
(
手
巴

宇
に
之
を
採
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
が
(
詰
一
一
}
、
E
n

の
結
は
暫
ら
く
之
を
州
、
君
、
蕊
に
専
ら
岡
際
重
複
謀
枕
を
生
や

る
の
主
た
る
原
因
を
成
す
所
の
、
各
異
b
hい
る
闘
際
謀
税
の
主
義
の
論
争
を
血
苧
げ
、
同
時
に
共
吉
岡
聯
し
て
此
重

健
課
税
を
避
〈
る
所
以
の
途
を
識
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
、
理
論
上
質
際
上
、
興
時
深
〈
且
つ
重
要
な
ら
ご
認
め
ら

る
、
の
故
に
、
敢
て
之
を
試
み
や
う
ご
忠
ム
。
此
の
如
き
主
義
は
大
別
し
て
風
人
主
義
(
政
治
従
嵐
主
義
・
属
鹿



主
義
・
住
虎
主
義
)
・
風
物
主
義
(
嵐
地
主
義
、
財
源
又
は
源
泉
主
義
)
、
属
人
風
物
並
用
主
義
(
絞
糖
従
胤
主
義

ピ
い
ふ
ぺ
く
、
此
に
真
に
色
々
の
主
義
が
存
L
得
る
)

ぜ
柏
崎
す
二
子
宮
得
る
o

順
を
迫
ふ
て
之
等
を
批
判

L
て
見

る
で
あ
ら
う
。

へ
空
)
川
セ
リ
グ
マ
ン
は
司
如
何
な
る
主
義
に
せ
入
社
間
互
会
柑
棋
が
同
一
主
識
を
採
れ
ば
、
京
翌
日
刊
を
挫

t
る
と
と
は
持
品
て
あ
る
。
錯

雑
は
一
闘
が
或
五
議
を
採
る
の
に
、
他
岡
が
民
剣
山
両
突
す
る
主
義
を
採
る
こ
と
の
事
吹
上
り
生
ず
と
泊
し
、
ク
ロ

i
ポ

I
也
、
各
瑚
凶
作
山
他

の
主
義
を
排
し
て
上
把
主
義
の
何
れ
か
主
都
る
と
脅
に
、

4則
被
部
粧
が
騒
々

J
t
fる
比
と
は
な
い
ヂ
あ
ら
ら

0
1
1
4
m桔
刑
制
柑
山
川
訓
山
幸
く
の

も
の

H
、
諦
刷
が
}
の
謀
酷
主
義
E
採
る
こ
主
誌
な
れ
ば
避
け
ら
る
誌
を
仰
と
い
」
叫

い
り
尤
も
静
業
に
閲
し
て
は
各
闘
が
判
一
主
義
を
採
る
と
と
、
な
っ
て
も
制
ほ
剛
際
謀
一
誌
の
あ
る
こ
と
は
前
立
に
い

λ
泊
り
れ
が
、
向
、
日
課

米
自
現
行
訟
の
如
き
謀
秘
主
義
(
本
制
由
第
三
m
H
O
U
に
詳
説
す
)
を
採
る
と
き
に
も
祖
筏
謀
輸
は
挫
吋
ら
れ
な
い
。

(
陸
一
一
)
い
ク
ロ

i
心
部

l
は
、
大
な
自
然
自
前
源
を
布
つ
同
情
之
、
機
酬
は
共
生
ず
る
所
に
て
所
得
を
諜
枕
す
る
主
誌
を
採
る
ζ

と
に
側
{
べ
〈
、

英
闘
申
如
き
金
融
中
心
た
る
闘
は
付
慮
圭
組
披
と
す
る
輸
を
隣
棄
し
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
プ
ツ
hμ

ン
一
司
、
ニ
同
問
に
相
互
主
義
の
探
川
を
不

可
能
町
と
す
る
占
で
う
な
持
っ
た
世
帯
情
回
あ
り
仰
る
@
例
之
、
ア
ル
ゼ
ン
ナ
シ
闘
に
て
英
人
的
持
つ
則
貯
を
克
子
る
代
り
に
、
英
闘
に
て
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
同
人
白
も
つ
財
産
量
兎
ず
る
ζ

と
は
泊
誌
で
あ
る
と
鵠

L
、
バ
ス
テ
ー
プ
ル
も
、
英
閥
佐
川

ω
も
つ
州
民
地
財
庄
の
謀
桔
は
、
掠
洲
存
住
者
山

も
つ
英
関
内
。
財
産
自
同
等
の
課
枯
に
よ
り
で
均
街
せ

L
め
ら
る
h

と
と
誌
な
ら
ず
と
い
ふ
吋

作
尤
も
恰
も
各
幽
由
典
り
た
る
利
害
附
掃
討
却
っ
て
車
位
鵡
禍
を
避
け
る
こ
と
に
樽
〈
と
と
が
あ
る
o

例占
7
1

ロ
ツ
シ
ア
ー
が
杭
む
し
た
る
削

f
、
外
掛
費
本
を
切
に
聾
す
る
闘
は
企
〈
之
に
兜
枕
の
保
誰
を
碑
ふ
る
と
と
に
依
り
て
、
之
監
誠
致
し
苧
つ
・
と
す
る
。
品
る
と
き
は
伯
拙
凶
は
北

費
半
白
金
き
牧
躍
に
其
所
持
柑
を
負
は
し
む
る
を
狩
る
こ
と
に
な
る
。
ワ
グ
ナ
ー
も
時
ぽ
同
級
町
内
訟
を
侃
す
。
目
(
、
外
岡
市
吋
本
を
引
入
れ
る

こ
之
、
u
A
外
闘
賞
本
家
白
此
と
其
本
凶
と
に

τ由
草
復
訓
苧
乞
地
(
る
と
と
に
川
叩
け
る
内
側
刺
益
へ
山
市
勺
成
出
、
公
正
か

ιし
て
は
必
然
に
嬰
帯

さ
れ
ざ
る
兎
枕
を
凪
民
経
済
政
鉱
山
副
山
か
ら
勘
む
べ
き
も
の
た
ら
し
め
る
と
叫

叢

論
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融
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主
義
論
守
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国
際
謀
稲
田
・
五
議
論
争属

人
主
義
に
依
る
園
際
課
税

第
二
十
二
巻

第

鵠

四

八

第
一
段

一
一
般
|
|
納
税
義
務
が
人
仁
崩
す
ご
い
よ
以
上
、
人
に
依
つ

τ課
税
す
る
の
が
賞
然
に
ご
も
い
ひ
得
る
。
併
し

又
其
謀
税
が
人
を
、
正
[
τ
課
す
る
の
で
な
〈
、
能
力
ゐ
る
に
り
仁
て
芸
能
力
の
度
に
肱
じ
、
陥
っ
て
物
仁
っ
き

て
人
を
課
す
る
の

r古
解
す
る
ご
き
に
、
人

ωみ
ぞ
見
て
物
を
も
考
慮
せ
ぬ
の
に
は
依
陥
あ
h
ご
い
は
な
り
れ
ば

な
ら
ぬ
。

ニ
政
治
従
風
主
義
(
闘
繕
又
は
本
籍
主
義
)
|
|
尉
人
正
い
ふ
に
於
て
、
先
以
て
共
政
治
上
の
従
属
閥
係
に
依
る
の

が
一
の
主
義
ご
な
h
得
る
。
却
も
外
閑
人
が
内
地
に
来
往
し
て
居

τも
、
内
地
は
之
に
課
税
せ
争
、
併
し
内
地
人

が
外
国
に
往
つ
一
し
居
て
も
之
に
は
課
税
す
古
い
ふ
の
で
あ
る
。

A
其
長
所
|
|
い
此
主
義
は
特
に
古
き
時
代
仁
は
過
賞
し
て
居
つ
花
。
嘗
時
外
岡
正
の
交
通
が
少
か
っ
た
か

ら
、
国
民
は
大
抵
、
本
国
に
居
住
し
て
外
闘
に
は
往
か
な
い
。
外
国
人
の
来
b
位
す
る
も
の
も
少
い
。
此
少
数
の

外
来
人
を
品
目
じ
、
叉
少
数
の
外
住
人
仁
事
質
上
課
税
雑
で
あ
っ
て
も
、
友
ま
で
財
政
上
の
不
都
合
を
引
起
き
な

い
。
A
叉
此
主
義
が
良
か
れ
惑
か
れ
、
各
国
が
之
を
採
る
な
ら
ば
重
復
謀
枕
を
逃
(
る
こ
ご
に
は
な
る
。
は
又
之

を
理
論
的
に
考
ふ
る
も
、
先
づ
納
税
者

ω心
理
上
か
ら
し
て
彼
が
闘
絡
を
維
持
し
っ
、
外
凶
に
山
て
居
る
以
上

は
、
彼
は
本
闘
に
劃
す
る
愛
着
を
持
も
、
本
剛
聞
に
劃
す
る
忠
誠
、
随
っ
て
納
税
義
務
を
も
自
覚
す
る
ご
い
へ
る
し



(
註
=
一
)
、
叉
此
鴎
給
が
存
続
す
る
に
於

τは、
い
Y
ご
い
ふ
古
き
、
本
国
の
保
護
を
受
(
る
の
可
能
も
ゐ
・
り
窪
田
}
、

串
A

々
以
て
彼
は
相
訴
に
本
幽
に
納
税
す
る
の
が
至
常
ピ
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら

ρ
。

シ
ャ
ン
ツ
は
、
公
共
副
値
目
維
持
錯
柴
に
人
怖
を
打
込
ま
な

C
て
は
な
ら
ぬ
も
の
並
に
地
方
幽
値
及
同
家
に
最
(
従
属
す
る
も
の
は
其
法

枠
上
の
従
凪
者
(
閥
民
、
地
方
M

と
だ
と
い
ひ
、
ワ
グ
ナ

l
u、
風
山
上
、
之
に
劃
す
る
謀
輯
は
静
議
せ
し
め
る
。
何
と
な
れ
ば
任
官
に
共
の
古
也
君

闘
民
描
を
緋
持
す
る
悦
践
問
民
は
共
融
持
を
般
の
刺
盆
か
ら
又
は
盛
岡
心
か
ら
銘
す

4
f、
闘
ふ
て
は
租
枕
義
務
に
服

L
侍
る
か
ら
と
い
ひ
、
セ

(
健
三
)

ヲ
グ
マ
ン
も
、
外
佐
山
岡
民
・
笹
々
に
し
て
訓
本
闘
に
説
勃
を
有
つ
止
せ
ら
る
λ

。
政
治

H
Z忠
誠
は
之
に
よ
り
て
容
晶
に
諜
て
ら
れ
な
い
。
政

抽
上
回
拙
利

ιは
政
治
J
ω
義
務
が
合
ま
れ
、
抽
等
に
叫
即
か

ι納
棺
議
務
が
あ
る
と
い
v
'
t
o

(
註
四
)

シ
ャ
ン
ツ
は
、
共
人
目
組
放
且
貧
乏
の
場
合
に
同
家
及
地
方
制
慣
が
現
は
れ
て
、
北
保
設
を
外
部
に
謝

L
保
陸
す
る
の
は
法
作
弘
の
従
魁

6
 

者
M
K
ム
」
い
ひ
、
テ
ユ
ル
k

ア
ー
が
、
枇
貧
拍
に
刷

L
、
住
蕗
岡
山
則
よ
り
の
例
外
を
止
ず
る
・
と
し
た
回
目
恰
か
も
此
翻
築
賄
恥
ら
で
あ
る
。

B
其
一
却
所

1
lけ
此
に
は
第
一
貫
行
難

ω貼
が
ゐ
る
。
今
の
如
〈
・
闘
際
交
通
が
盛
古
な
h
、
岡
氏
の
外
岡
仁

山
行
く
煮
、
内
地
に
あ
っ

τ外
岡
投
資
す
る
者
の
多
き
ど
き
に
、
而
も
此
外
側
関
係
の
分
を
押
さ
へ
て
課
税
す
る

の
が
司
賞
行
甚
に
六
っ
か
し
い
ま
い
ム
ニ
ピ
が
あ
る
(
位
五
)
O

叉
み
此
外
国
闘
係
の
に
課
税
す
る
ピ
き
に
、
其
外
国

に
て
住
蕗
主
義
又
は
財
源
主
義
に
よ
り
謀
し
た
ご
す
れ
ば
直
も
に
重
復
課
税
正
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
な
い
富
士
}
O

川
町
他
方
、
外
国
人
に
し
て
内
地
に
あ
る
も
の
、
内
地
に
投
資
し
て
居
る
も
の
も
少
〈
な
い
ー
が
、
之
を
外
国
人
た
る

の
放
を
以
て
見
枕
し
て
は
、
主
(
闘
の
財
政
牧
入
上
に
は
大
な
不
利
で
ゐ
る
。
而
か
も
其
hr
捕
捉
す
る
こ
ピ
が
六
つ

叢

か
L
〈
な
い
V

の
仁
、
之
を
見
す
#
々
逃
が
す
ピ
い
ふ
は
愚
な
事
で
も
ゐ
る
。
特
に
英
国
が
債
務
闘
で
あ
っ
て
、
外

:JL 

園
際
融
鶴
自
主
義
論
争

薗

第
二
十
二
審

察

掠

宜
) 
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論

(
第
二
披

O 

議

第
二
十
二
巻

開
際
謀
穐
白
主
義
論
争

，、
) 

人
の
資
本
の
多
〈
入
h
込
ん
で
居
る
ご
き
に
、
之
に
課
税
せ
一
千
ご
い
ム
に
於
て
は
、
其
周
財
政
は
大
に
困
る
こ
正

、
な

h
得
る
。
に
そ
し
て
叉
此

ω如
き
外
岡
入
、
外
国
投
資
が
共
闘
に
よ
h
τ
相
嘗
の
保
護
を
受
げ
て
居
る
以

上
、
之
に
謝
し
て
相
蛍
の
租
税
を
負
ム
の
が
至
蛍
で
ゐ
る
(
世
七
)
O

共
は
利
盆
又
は
報
償
主
義
加
を
離
れ
て
能
力
原

則
か
ら
鬼
て
も
、
此
等
は
内
闘
に
存
す
る
一
の
能
力
で
は
あ

b
、
共
能
カ
を
内
闘
人
の
同
等
の
能
力
よ
ち
も
一
一
層

有
利
正
し
て
は
な
ら
ぬ
以
上
、
之
を
見
守
る

ωは
蛍
を
得
副
Z
も
い
は
れ
得
る
(
誌
と
。
倫
又
、
政
治
上
の
従
嵐
Z

い
ふ
こ
ご
が
近
時
は
段
々

E
有
名
無
貿
に
近
づ
量
、
図
籍
の
み
に
因
る
或
人
ご
本
国
ご
の
閥
係
が
伶
松
、
薄
弱
Z

な
h
っ
、
あ
る
こ
ピ
を
見
逃
が

L
て
は
な
ら
な
い
(
註
力
)
。

( 

位
五
) 

此
骨
子
の
捕
捉
離
に
つ
き
で
は
、
シ
ャ
ン
ッ
、
ヮ
グ
ナ
l
、
ロ
ツ
シ
ア

1
之
を
認
め
、
ば
ス
テ
ー
プ
ル
は
、
一
同
民
が
彼
自
身
及
其
川
政

を
一
同
か
ら
他
刷
に
移
す
と
き
に
、
仙
の
且
来
て
た
岡
は
、
彼
か
ら
粧
を
取
る
の
摘
利
を
有
せ
ず
、
主
貨
に
力
を
も
有
せ
ず
と
い
ふ
で
持
る
吋

(
註
穴
)

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
此
ポ
融
粧
を
止
め
る
こ
と
が
本
闘
に
と
ゆ
て
勘
む
eへ
き
だ
。
然
ら
ざ
れ
ば
同
一
人
山
現
政
副
粧
が
多
〈
は
挫

f
る
と
と
を

8
 

作
な
い
か
ら
と
い
ふ
。

(
陸
士
)

て

居
る。.，シ

ーヤ

ン

ツ

t土、
』比

内
刻仏

事
f主
ι3 
9ド
法
1Il 
土
佐》

人

民
tま
容
易

捕
4且
せ
ら

" 
又
比
公
共
剛
健
山
口
供
す
る
利
誌
を
畳
け
て
も
府
る
と
性
な
し

(
駐
八
)
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
内
閣
に
住
居
し
内
困
師
仰
を
棋
げ
て
居
る
外
側
人
は
、
明
専
が
共
内
閥
的
指
争
者
よ
り
も
布
刺
と
さ
れ
て
は
な
、
h
由
企

。

き
に
、
此
鴎
の
所
持
柚
に
、
少
{
Lと
も
北
ハ
内
閥
的
。
川
得
に
つ
い
て
同
開
拠
し
な
〈
て
は
な

L
ぬ
と
い
ふ
ω

(
陸
丸
)

シ
ャ
ン
ツ
は
、
不
在
者
た
る
法
律
上
回
人
民
に
封

L
本
閥
た
る
公
共
同
世
出
典
ふ
る
利
益
は
大
部
分
、
彼
に
は
中
止
さ
れ
、
川
片
岡
自
公
共

倒
世
に
よ
り
て
代
ら
る
L

と
錦

L
、
セ
り
グ
マ
ン
も
、
近
時
、
政
拍
従
屈
の
力
は
大
に
弱
め
ら
れ
、
母
悶
に
針
す
る
不
菰
者
白
政
治
上
山
相
合

H
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往
々
に
し
て
草
に
名
義
上
だ
。
彼
自
生
活
は
外
圃
に
て
詮
ら
れ
、
其
由
民
自
利
盆
は
不
可
分
に
、
共
の
新
し
き
住
家
と
拍
付
書
、
催
。
故
岡
に
樹

す
る
忠
誠
が
暗
ん
ど
金
{
先
は
る
誌
と
と
が
あ
り
得
る
。
|
|
斯
パ
て
人
及
完
本
山
間
際
啓
型
式
な
る
近
代
て
は
、
政
治
上
山
従
属
は
最
平
、

筒
人
的
財
政
従
属
山
和
市
な
る
耕
地
を
構
成
せ
ず
と
い
ふ
て
居
る
。

日
居
慮
主
義
l

|
此
は
人

ω現
右
に
於
げ
る
居
胤
に
就
き

τ制
附
す
る
も
の
で
あ
る
。

v・
英
長
所
|
|
川
此
t
納
税
が
人
に
風
す
る
さ
い
ム
・
』
ご
を
基
礎
芭
し
、
之
を
最
股
正
に
徹
底
す
る
己
主
に
、

現
貨
に
其
人
の
居
る
蕗
に
つ
い
て
課
す
る
の
が
日
曜
適
切
に
ご
い
は
れ
得
る

L
、
ハ
川
現
賓
の
居
所
に
で
謀
枕
す
る
の

は
課
税
の
賀
行
上
も
容
易
に
ご
い
は
れ
得
る
ご
い
ふ
一
聴
の
理
由
を
有
っ
。

町
共
短
所
1
1
4け
此
誠
枕
主
義
に
よ
り
て
は
一
方
に
は
過
常
に
大
な
負
擦
を
錦
き
し
む
る
こ
ピ
、
な
る
可
能
性

が
ゐ
品
。
例
之
、
旅
行
者
が
一
両
日
或
地
仁
滞
在
す
る
芭
言
、
偶
々
、
納
税
期
で
ゐ
っ
た
か
ら
ご
い
ふ
て
一
年
分

叉
は
一
期
分
の
直
接
枕
を
取
ら
れ

τは
過
大
な
負
憶
で
あ
る
。
彼
己
て
此
一
一
一
日
の
滞
在
に
よ
b
禁
地
己
の
戒
解

済
関
係
が
出
来
、
此
に
射
し
若
干
内
納
税
義
務
は
生
す
る
正
し
て
も
、
此
短
期
間
の
滞
在

ω柿
抽
出
に
其
金
き
能
力

に
つ
き

τ課
税
せ
ら
る
、
正
い
ふ
理
由
は
な
い
(
桂
一
O
)
O

彼
に
は
車
に
可
動
的
な
る
消
費
税
・
交
通
税
の
負
携
を

き
し
た
ら
其
れ
で
津
山
で
あ
る
(
註
二
)
0

川
又
此
主
義
の
各
地
に

τ行
は
る
、
ぜ
き
に
は
、
彼
の
族
行
者
は
、
各

地
の
納
枇
期
の
一
様
で
な
い
柏
崎
め
に
其
全
能
力
に
つ
き
・
数
筒
所
に

τ諜
枕
せ
ら
れ
て
、
重
複
課
税
こ
も
な
り
得

る
五
一
ニ

)oω
他
方
に
は
又
・
彼
旅
行
者
が
恰
か
も
各
地
に
て
其
納
期
に
居
ら
ざ
る
こ

Z
の
矯
め
に
、
何
世
陣
か

ι

讃
同
際
諜
桃
山
主
義
訴
事

(
品
ニ
碗

士
) 

一{ 

一 戸

j市

部
ョ
一
十
二
怪
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歯

難

一

岡
際
韻
桔
白
主
義
論
争

第
二
十
二
容

iii 
緯

^ ) 

も
課
税
き
れ
な
い
て
済
む
ピ
い
ム
ニ
ご
が
生
4
7
る
(
位
二
ニ
)
O

郎
も
此
主
義
の
下
に
、
蛍
然
課
税
せ
ら
る
ぺ
き
も
の

が
課
税
せ
ら
れ
な
い
ご
い
ふ
不
都
合
を
も
生
じ
得
る
。
に
叉
居
所
の
課
税
賀
行
の
容
易
正
レ
ム
こ
ピ
は
貨
は
外
見

上
で
ゐ
ハ
ノ

t
、
直
接
税
の
如
〈
多
少
氷
秘
的
闘
係
じ
基
き
、
成
長
時
間
の
調
査
を
件
ふ
が
如
き
も
の
を
一
時
的
存

動
的
な
る
居
者
に
謀
す
る
ど
い
ふ
こ
古
は
実
際
六
っ
か

L
h
r
E
ハ
ー
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
(
駐
一
四
)
O

(盤

-o)
シ
ャ
ン
ッ
は
、
従
踊
心
比
白
削
き
小
な
庇
由
も
白
在
、
長
租
粧
議
坊
自
前
提
と
す
る
O
は
不
公
正
左
鴻
し
、
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
放
行
者

が
個
々
徴
枇
官
四
車
た
-t
壷
に
、
或
市
に
一
週
間
費
し
た
ζ

と
回
生
じ
た
場
合
に
、
何
故
に
彼
回
全
財
産
に
つ
き
此
特
定
白
市
島
ら
課
稲
せ
ら
る

」
べ
き
か
白
相
首
な
開
山
が
な
い
。
被
と
政
府
と
白
刷
係
は
る
ま
り
に
叫
酷
で
あ
る
と
い
ム
て
居
る
叫

シ
ャ
ン
ツ
は
、
人
が
一
時
的
自
居
者
に
租
挽
由
一
部
の
み
を
賀
市
引
せ
し
め
る
と
き
に
、
例
之
、
消
費
輯
交
曲
訟
を
行
仕
し
め
.
共
他
mu

揖
に
は
彼
侍
を
客
と
し
て
扱
ふ
と
き
に
其
れ
に
て
十
分
だ
と
い
ふ
で
居
る
。

(
陸
-
-
)

( 

駐
す
。14.):";

) 

セ
ヲ
グ
マ
シ
位
、
強
行
者
が
方
々
に
行

t
と
き
に
棋
が
各
所
に
て
鵠
積
せ
ら
れ
又
何
慮
に
て
も
牒
拍
さ
れ
な
い
と
と
が
生
じ
得
と
桂
窓

(睦
-
-
Z
)

(
昆
-
回
)

前
誕
一
ニ
参
問
。

シ
ャ
ン
ツ
陪
、
比
白
如
き
浮
動
的
な
同
人
民
自
仲
立
に
全
き
租
桔
一
揖
闘
を
煩
同
一
す
と
と
は
目
的
に
趨
は
な
い
。
一
般
車
按
柑
又
は
胃
圏
内
腕

揖
は
技
術
土
、
不
動
的
闘
係
を
前
提
す
と
い
品
。

佃
佳
蕗
主
義
1
1人
の
住
彪
を
本
位
ご
し
て
陳
す
る
の
で
、
住
蕗
Z
V
ム
範
囲
は
一
年
ピ
か
宇
年
ご
か
三
月
正
か

粉
々
永
き
問
定
着
し
て
屈
を
据
へ
た
も
の
を
指
す
こ
ご
仁
な
る
(
位
一
五
)
。

調
趨
帝
同
法
は
大
筒
月
を
棋
単
ー
と
し
て
居
る
が
、
日
本
白
所
得
積
訟
で
は
一
年
以
上
と
し
て
居
り
、
戸
監
制
に
て
位
三
箇
且
以
上
田
市

{陸

-
E
)
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、

+
棋
聖
誕
件
と
し
て
借
る
。

九
日
其
長
所

l
iい
此
主
義
は
、
人
を
基
礎
ご

L
て
課
税
す
る
以
上
は
、
理
論
上
段
通
切
で
あ
る
o

住
践
は
人
の

経
済
閥
係
か
ら

L
τ
は
其
生
活
の
本
懐
で
、
人
が
之
を
或
践
に
選
ん

r以
上
は
、
彼
は
経
憐
上
、
共
闘
健
員
正
な

っ
た
も
の
で
ゐ
っ
て
、
此
に
よ
h
τ
嘗
然
に
此
凶
健
に
向
っ
て
納
税
す
〈
き
も
の
ご
い
ム
こ
ご
に
な
る
富
一
六
)
O

之
を
利
盆
関
係
か
ら
見
て
も
、
外
国
人
己
て
も
英
国
に
在
住
し
て
居
る
以
上
は
、
此
よ

h
L
て
相
官
に
利
盆
を
受

〈
る
隷
だ
か
ら
し

τ此
に
劃
し
納
税
の
義
務
を
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
註
一
七
)
O

バ
川
誠
税
の
賀
行
か
ら
い
ふ
て

も
、
住

μ

掘
の
如
〈
並
(
謀
総
圃
に
現
与

L
て
而
か
も
北
(
が
永
縦
的
閥
係
に
立
つ
以
上
は
、
英
国
よ
b
し
て
の
課
税
は

最

2
に
行
は
れ
る
o

川
又
此
主
義
が
各
闘
に
徹
底
的
に
行
は
る
れ
ば
園
際
重
複
課
税
を
避
り
る
こ
ど
も
出
来

る
。
作
R
u
v
此
場
合
、
源
泉
闘
で
は
遺
械
な
が
ら
戒
財
政
牧
入
源
を
失
ふ
こ
ご
に
な
る
が
、
品
川
し
経
憐
上
に
は
、

源
泉
闘
は
其
に
よ
b
資
本
的
流
入
を
進
め
・
共
闘
の
抑
制
憐

ω品
目
逮
を
進
め
る
の
利
を
有
ち
得
る
(
詰
一
八
)
G

(駐=。
シ
ャ
ン
ツ
は
、
告
人
位
、
住
単
に
依
っ
て
其
公
共
倒
紬
に
硝
定
的
地
歩
を
拠
へ
、
共
に
よ
り
て
彼
が
此
公
共
剛
世

ω
一
目
た
ら
ん
と
す

る
ζ

・
と
を
宣
明
す
る
も
の
だ
。
倣
は
其
全
能
力
に
よ
り
其
所
得
抑
制
。
地
位
に
胸
係
な
〈
、
租
殺
に
引
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ひ
、
チ
ユ
ル
ヒ

ァ
ー
も
、
租
柑
主
位
は
彼
山
位
す
る
闘
の
従
届
者
で
あ
っ
て
、

一
時
的
又
は
永
蹴
的
に
刷
薩
倒
値
を
所
有
す
る
闘
の
従
魁
者
で
は
な
い
と
い
ひ
、

ス
タ
シ
プ
も
、
英
国
住
民
が
、
一
明
白
肺
山
富
井
岡
山
目
、
b
車
た
に
と
を
一
四
山
と

L
て
英
岡
政
府
に
謝
す
る
枕
か
ら
手

9
2在
位
、
何
人
也
之
を
許
さ

な
い
で
あ

ιう
と
い
ふ
て
居
る
ω

(
匙
-
七
)

チ
品
ル
ヒ
ア

i
位
、
租
枕
義
務
省
は
枇
官
官
甲
山
人
的
惇
雄
、
裁
判
所
副
擁
刺
保
護
を
住
所
に
て
享
受
し
、
本
給
地
に
て
は
享
受
し
な
い
。

歯

費量

一一

闘
際
牒
騒
の
主
義
論
争

第
二
十
ニ
魯

(
第
二
親

え
) 

Schanz， a. a. O. S. 7. Zlircher. a. a. 0. S. 60. Stamp， The Ilmdamenb.l 
principles of taxation. p， 124 
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論

叢

四

同
際
親
枕
?
主
義
論
争

第
ニ
十
三
巻

(第二一揖

O 
) 

彼
は
ほ
伎
一
血
に
て
道
路
、
単
校
、
共
他

ω
公
共
踊
利
の
段
仰

E
判
別
す
る
o
枕
は
、
之
走
行
此
給
付
。
憾
に
て
越
す
所
。
同
家
に
属
す
主
い
ふ
て

8
 

厨
る
@

(註

-
A
)

ス
タ
ン
プ
は
、
共
が
外
固
か
ら
の
資
本
心
疏
人
世
相
加

L
且
つ
未
同
盟
謹
地
方
自
附
資
配
甜
ら

T
で
あ
ら
う
ξ

い
ふ
ω

B
其
矧
所

|
l
い
此
方
法
の
困
る
こ
ご
は
此
が
枕

ω附
瀬
に
よ
ち
例
之
、
所
得
税
財
濯
枕
に
は
行
ひ
得
る
が
、

牧
盆
稔
に
は
行
ひ
難
い
苦
い
ふ
こ
E
で
あ
る
(
詰
一
九
)
。
外
来
所
得

ω捕
促
雑
ご
い
ふ
こ
ご
も
ゐ
空
空
芯
)
O

ろ
叉

一
周
が
此
主
義
を
採
っ
て
も
、
外
闘
が
之
を
保
ら
十

L
て
、
外
往
の
所
得
に
謝
し
て
謀
枕
し
て
居
る
ご
い
ふ
ご
き

に
は
、
勢
。
重
復
課
税
正
な
る
を
越
〈
る
を
得
向
。
北
(
を
救
ふ
の
は
相
互
主
義
に
よ
h
相
手
闘
に
も
従
は
せ
る
よ

ち
外
仕
方
な
い
ご
し
て
も
、
は
其
外
来
の
所
得
が
禁
固
住
居
者

ω能
力
の
一
部
を
構
成
す
古
は
い
へ
、
其
が
外
岡

に
て
得
ら
れ
た
己
い
ふ
以
上
は
、
其
に
課
税
す
る
の
は
、
其
外
闘
政
府

ω負
縫
の
下
に
得
ら
れ
た
も
の
を
、
此
困

の
政
府
が
不
嘗
に
利
得
す
る
己
い
ふ
雄
も
ゐ
る
し
詫
二
二
、
他
方
、
外
国
住
民
が
此
闘
が
ら
持
行
〈
所
得
を
兎
す

る
川
り
は
、
民
閤
政
府
か
ら
し
て
保
護
ぞ
受
付
利
盆
を
受
け
て
居
る
の
に
之
を
逸
す
る
の
で
ゐ
つ

τ、
業
慮
に
一
公
正

を
侠
〈
ど
も
見
ら
れ
る
(
副
二
三
)
。
利
盆
刷
協
か
ら
離
れ
て
見
て
も
其
外
往
所
得
は
共
闘
に
於
げ
る
一
り
能
カ
で
あ

・9
、
英
国
が
之
に
課
税
L
得
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
.
之
を
品
唱
す
ご
い
ふ
こ
正
仁
な
る
。
に
特
仁
此
外
国
住
民
に

L
て
此
闘
に
投
資
し
て
居
る
も
の
は
、
所
論
、
不
在
者
で
ゐ
っ
て
、
此
の
如
き
も
の
、
存
在
は
、
其
闘
に
ぜ

h
て

品
肌
曾
上
好
ま

L
か
ら
m
H
-
-
Z

で
・
其
を
無
税

t
し
清
恕
す
る
に
は
H
A
ば
尚
一
正
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
(
詰
二
=
一
)
O

他
方
、

Zurcher， a. a. O. S. 57， 
Stamp， Current prohlems in iimmce and government. p_ 1915 
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外

岡

町

得

に

よ

り

て

此

闘

に

来

っ

て

特

に

賛

涼

な

る

生

活

を

刷

局

司

者

の

如

き

は

、

共

闘

其

土

地

の

繁

柴

策

か

ら

し

む

し

ろ

歓

迎

す

べ

き

も

の

に

の

に

、

此

捕

時

税

主

義

で

は

、

之

に

外

来

所

得

に

つ

き

て

も

課

税

し

、

勉

め

に

此

人

々

を

柄

逐

す

る

こ

・

と

に

な

る

の

嫌

も

あ

る

(

詰

二

四

古

川

財

政

牧

入

上

か

ら

し

て

見

れ

ば

、

外

国

在

住

者

が

此

闘

の

財

源

か

ら

持

去

b
行

〈

も

の

に

課

税

の

出

来

ぬ

の

が

不

利

で

あ

り

、

其

H
M
其

圃

が

闘

際

債

務

閥

た

る

ご

き

に

τは
、

特
に
凶
る
こ
己
で
あ
ら
得
る
(
性
二
五
)
O

(
駐
-
九
)

シ
ャ
ン
ツ
は
、
比
方
法
は
、
租
軸
由
人
的
刊
質
が
口
叫
鉛
{
完
成
す
る
こ
と
を
臨
件
と
す
る
。
此
v
F
唯
だ
叫
川
得
稲
川
班
柏
山
み
に
可
能
で

あ
る
。
牧
盆
枕

ω
技
術
が
公
共
剛
位
。
外
に
あ
る
物
世
に
は
泊
用
さ
れ
た
V
か
ら
と
い
1
A
叫

(
註
ニ

O
)

シ
ャ
ン
ヅ
は
、
所
仰
源
が
公
共
闘
仙
の
外
に
唯
か
る
λ

だ
け
で
は
、
人
は
大
な
る
陸
に
て
納
枯
義
務
者
の
信
頼
す
べ
き
こ
止
に
叫
町
市
せ

ら
れ
、
監
督
、
姐
制
手
出
は
大
に
困
雌
と
な
る
と
い
ふ
凶

(
位
ニ
-
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
住
民
の
耽
入
の
最
多
〈
の
も
の

μ
皆
川
丹
心
財
抑
制
か
ら
生

L
得
る
が
、
此
場
合
に
は
本
岡
政
府
は
、
北
川
帥
岡
田
負
拾
に

於
て
刺
制
押
す
る
と
と
L

な
る
と
い
ふ
叫

{
陪
二
三
)

シ
ャ
ン
少
は
、
公
共
圃
曲
山
口
組
明
は
、
佐
川
崎
だ
け
由
利
桂
と
な
ら
ず
L
て
、
大
な
る
度
に
於
て
非
住
民
例
之
、
外
性
自
土
地
家
魁
脊
識

の
持
正
に
も
制
益
と
な
る
の
だ
と
詑
窟
す
凶

(
駐
ニ
=
ご

ヲ
ク
ナ
ー
は
、
不
在
者
自
不
在
と
い
ふ
こ
と
が
本
闘
に
企
り
て
は
紐
神
的
批
命
的
山
損
害
亡
あ
る
。
此
人
々
を
完
結
す
る
特
段
な
る
考

雌
は
阪
に
之
が
錦
め
に
&
誼
常
て
な
一
-
。
相
骨
此

ι外
岡
稲
ψ

か
h

る
泊
め
に
前
複
諜
枕
と
な
ヲ
て
も
執
り
。
む
し
ろ
加
之
、
此
不
存
の
偶
め
に

特
別
な
る
車
問
枕
さ
へ
も
挺
而
闘
に
問
題
之
な
り
得
と
鴻
L
、
ロ

y
シ
ア
ー
も
、
外
閣
に
相
住
し
て
内
固
か

L
所
得
を
剛
草
川
、
る
弔
前
者
は
、
此
瑚

の
間
接
砥
を
暗
ん
E
負
は
ず
、

E
つ
彼
勢
が
一
般
に
確
か
に
布
利
と
す
べ
き
も
白
ど
な
い
左
い
ふ
に
於
で
、
柚
撃
に
肱
鏡
紐
は
却
諭
の
こ
と
、
附

班
枕
所
持
枇

E
も
宥
恕
す
る
に
は
及
ぼ
ず
と
い
ふ
叫

畿

諭

闘
際
訴
軸
由
、
正
義
論
学

第
二
十
二
容

(
第
二
披

) 

E 

只chanz.n. a. O. ~. 7 
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L 

叢

修
二
十
二
容

宕
貯
二
親

一) 

大

論

間
際
課
樹
由
主
義
論
争

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
内
悶
は
多
〈
は
比
〈
削
き
人
(
件
周
人
に
し
て
升
州
所
得
を
以
て
内
周
目
前
提
す
る
人
)
白
滞
在
に
利
症
を
も
っ
。
之
を

兎
枕
M
A

は
鞭
枕
に
よ
り
て
布
別
企
す
る
こ
と
が
出
来
る
と

L
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
も
、
内
同
に
て
外
事
由
所
得
を
消
費
!
既
に
自
ら
内
同
消
費
枯
を
描

(
健
二
回
)

ふ
外
叫
人
は
、
多
〈
は
此
岡
目
闘
民
組
済
同
笹
川
出
に
脊
興
す
る
。
随
っ
て
人
は
山
世
帯
に
比
岡
白
岡
家
的
施
設

ω
-
般
的
刺
川
を
、
専
ん
で
暫
ら
{

無
償
に

τ許
す
と
い
ひ
、
プ
ツ
カ
ン
は
、
闘
が
小
な
る
証
随
祉
を
山
静
「
る
銭
的
に
、
件
闘
人
目
在
住
に
伴
ム
一
回
世
士
な
川
按
白
牝
入
を
受

f
る
こ

止
を
妨
「
る
こ
と
ゐ
な
ら
自
主
・
う
け
窟
し
な
〈
て
な

ι白
と
い
ふ
。

(
健
二
豆
)
セ
リ
グ
マ
シ
は
、
之
に
つ
き
、
市
内
山
副
産
自
一
大
部
H
F
N
貯
住
者
に
よ
り
持
た
同
λ

が
如
、
唾
場
合
に
、
若
も
政
府
が
永
久
的
住
民
の
h
F

に
依
刺
し
た
と
き
に
は
、
被
は
其
正
日
な
る
拙
剃
白
一
部
を
犬
ふ
こ
と
h

な
る
と
い
L
J
F
J
W

貨
に
其
結
果
位
、
無
形
の
拙
判
を
長
ふ
に
止
ま

b

ず
、
首
都
有
L
符
べ
巴
雪
山
且
壮
入
を
失
ふ
己
主
L
な
る
白
で
あ
る
。

第
二
段

属
物
主
義
に
依
る
国
際
課
税

サ
一
般
|
|
風
物
正
義
は
戒
は
一
尉
地
主
義
正
い
ふ
も
良

ν
。
防
相
脚
所
在
地
、
源
泉
地
を
支
配
す
る
税
構
に
て
課
税

す
る
の
主
義
で
あ
る
。
所
有
者

ω人
の
如
何
を
悶
は
や
，
、
物
の
所
在
地
に
就
き
て
課
す
る
の
で
あ
る
。

宣
言
l
川
地
主
義
か
各
国
に
て
徹
底
し
て
行
は
る
、
な
ら
ば
重
徴
税
設
は
大
鶴
遊
日
ら
れ
る
。
川
ぞ
れ
か

ら
此
主
義

ω賀
行
も
亦
容
易
で
あ
る
。
之
に
よ
り
て
物
件
の
捕
捉
が
大
概
容
易
で
あ

b
、
課
税
の
賀
行
の
容
易
古

い
ふ
長
所
を
件
ふ
詰
二
氏
)
O

ハ
け
理
論
上
か
ら
い
ふ
も
、
或
所
得
が
或
地
よ
り
出
る
こ
正
、
戒
財
産
が
或
地
に
存
す

古
い
ム
ニ
ピ
は
、
某
所
得
財
産
が
其
地
の
政
府
に
よ
・
り
て
保
全
さ
れ
或
刺
盆
を
興
ペ
ら
れ
て
居
る
こ
正
を
示
す
。

雌歯

之
が
銭
的
に
税
を
納
め
る
の
は
嘗
然
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

mHSニ
七
)

O

利
盆
閥
係
を
離
な
れ
て
、
或
物
を
一
園
仁

Buchan. 1. c Roscher， a. a. O. S. 346目Wagner， a. a. O. S. 410. 
lntroduction. p. 36. 
Seligmarし1.c. p. 11:2 
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於

τ有
つ
外
人
は
・
北
関
係
.
た
り
に
て
は
、
茸
(
図

ω圃
鰻
員
ご
な
っ
た
も
の

ιし
て
納
税
義
務
を
識
す
ぺ
き
も
の

E
困
地
ら
れ
得
る
(
き
で
凡
)
O
D
枇
合
同
上
経
済
上
か
ら
い
ふ
て
、
不
在
者
を
抑
制
す
る
の
必
要
が
あ
り
、
外
闘
人
に

L

て
外
国
所
得
を
消
費
L
て
生
活
す
る
者
を
鬼
太
に
す
る
の
得
策
な
る
こ
Z
を
前
提
正
す
れ
ば
、
此
主
義
は
此
等

ω

目
的
に
越
す
。

E
向
は
此
主
義

ω下
に
物
件
め
捕
捉
の
確
-
貨
な
に
け
財
政
牧
入
の
豊
か
な
る
司
】
ご
を
も
得
る
。

(
陸
ニ
穴
)
ロ
ツ
ツ
は
、
財
訓
ι
1
識
に
は
凱
鼎
H

及
徴
収

ω
仙
間
半
と
い
ふ
利
あ
り
と
し
、
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
輯

ω
一
大
部
を
財
切
闘
に
て
、
一
小
献
を

g
 

佐
蕗
同
に
て
認
す
る
川
叫
山
並
せ
ら
れ
な
い
唱
に
は
、
山
車
る
だ
け
川
海
地
主
義
を
泊
四
す
る
の
が
一
層
的
問
中
だ
主
い
ふ
。

(
量
二
七
)

ロ
ツ
ツ
が
、
肘
誕
地
主
義
は
土
地
米
両
静
諜
枚
入

ω
柑
ら
る
-
A

岡
山
給
付
と
此
轄
の
収
入
。
と
り
紹
湾
側
保
に
つ
い
て
の
凡
べ
て
の
詩
話

す
ペ
き
宅
慮
J
F

此
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
う
た
と
い
ひ
、
セ
リ
グ
マ
ン
が
、
則
践
を
所
有
す
る
人
は
常
に
彼
の
財
産
の
世
か
h
p
k
市
又
は
幽

の
政
府
と
は
、
之
宮
維
持
す
る
こ
と
の
決
定
的
器
輸
の
下
に
あ
る
が
削
主
義
な
る
闘
係
を
有
つ
も
の
と
考
へ
ら
る
と
エ
の
は
世
此
鮎
を
且
る

心
て
あ
る
。チ

ユ
ル
ヒ
ア
]
位
、
法
伸
。
領
土
的
劫
力
に
よ
り
℃
、

J
地
所
有
者
が
何
酪
に
住
む
と
も
、
共
土
地
所
有
に
ワ
き
で
は
北
聞
の
従
踊
者

と
な
り
随
ふ
て
租
甜
主
叫
と
な
る
と
い
ひ
、
ス
タ

y
.
7
も
、
機
訓
凶
一
糾
産
初
出
英
闘
位
民
に
行
〈
と
い
ふ
開
山
の
み
に
て
、
陸
棚
政
府
が
諒
洲
の

坦

畑
地
に
或
枕
を
制
す
る
地
利
な
し
と
晶
子
ふ
走
得
由
、
と
い
ふ
ι

(
健
二
八
)

日
其
短
所
|
|
川
町
此
方
法
は
貨
行
待
易
ピ
ご
い
ふ
が
、
此
に
工
も
術
は
、
傍
業
所
得
に
つ
き
て
の
難
問
い
か
時
四
る

(
世
二

)
0

町
一
闘
が
此
主
義
を
採
て
も
他
の
園
が
魁
人
主
義
を
採
れ
ば
矢
張
b
重
復
課
税
を
生
中
る
を
見
れ
ぬ
。

叫
比
主
義
に
依
る
・
己
主
に
、
理
論
上
、
捌
孤
を
外
闘

ωみ
か
ら
得
る
所

ω花
位
者
が
、
北
(
仁
於
り
る
住
居
生
活
に

よ
り

τ英
国
か
ら
初
々
の
利
益
を
受
り
な
が
ら
叉
能
力
を
有
も
な
が
ら
も
税
を
負
ふ
所
な
き
は
不
常
に
さ
も
い
は

= 
) 

第
二
十
二
審

(
停
ニ
鋭

七

議

岡
探
謀
曲
。
主
義
論
争

前

Lotz， Fw. S. 274. Seligman. 1. c. p. 120. 
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Zurcher， a. a. Q. S. 62. 5同mp.The fundamental principles. p. 124 
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論

間
際
課
枕
自
主
義
論
争

議

(
弟
二
焼

第
二
十
二
容

四

F、

れ
得
る
(
註
=
0
)
。
尤
も
別
に
消
費
税
交
通
枕
に
よ
b
て
共
同
に
貢
献
す
る
機
曾
が
な
い
の
で
は
な
い
。
か
ら
共
に

よ
b
て
恕
す
る
ζ

ざ
が
出
来
る
ご
し
て
、
或
は
此
主
義
を
以

τ利
盆
主
義
に
出
づ

t
L
て
(
刊
一
-
一
一
)
も
批
判
す
る

が
、
共
は
能
力
原
則
か
ら
し

τも
説
明
し
得
る
。
少
〈
ご
も
園
内
に
あ
る
財
源
に
闘
す
る
限
b
能
力
主
義
に
よ
り

能
力
を
抑
へ
る
も
の

Z
答
へ
得
る
。

h
μ
v
来
住
外
人
の
外
来
能
力
を
逃
が
す
駄
に
於
て
澗
々
不
揃
の
嫌
が
あ
る
。

が
共
も
別
に
有
つ
ぺ
、
喝
さ
消
費
税
交
通
税
に
於
て
共
能
力
を
押
へ
る
ご
い
ふ
こ
ご
に
て
或
皮
ま
干
の
答
が
立
つ
。
併

し
施
カ
に
依
る
ご

L
て
も
財
源
地
主
義
で
は
能
力
主
義
を
貰
〈
に
必
要
な
る
掠
進
・
人
的
山
市
悩
考
慮
‘
負
債
出
荷
恕

の
不
完
全
た
る
の
銚
鮎
を
も
っ
。
D
此
主
義
が
外
闘
資
源
に
て
内
闘
に
生
活
す
る
人
に
直
接
課
税
せ
ぬ
だ
り
で

は
、
財
政
牧
入
上
不
利
で
あ
b
，
、
此
の
一
如
き
は
国
際
償
措
聞
に
と
り
て
特
に
不
利
で
ゐ
る
。
E
経
済
上
か
ら
見

て
、
特
に
負
債
助
源
闘
で
は
外
来
の
資
本
に
も
課
税
す
る
こ
正
に
よ
b
、
外
資
の
流
入
、
天
然
資
楓
の
閥
畿
を
妨

げ
る
芭
レ
ふ
嫌
が
あ
る
o
偵
楼
岡
正
[
τ

も
多
少
其
活
動
を
妨
げ
ら
る
、
嫌
が
な
い
で
は
な
い
が
、
民
債
務
闘
に

於
り
る
稜
の
負
携
の
炉
、
る
だ
け
高
い
利
子
、
利
盆
の
な
レ
以
上
は
、
之
に
投
資

L
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
、
恐
ら

f
多
〈
彼
が
困
る
こ
ご
は
な
い
V

で
ゐ

ιう
(
説
三
二
)
O

(
位
二
九
)

j
 

前註一
b
品
問
。

{

〉

セ
リ
グ
マ
シ
は
、
有
盛
田
永
A
的
住
民
は
、
其
則
庄
が
他
止
に
あ
う
て
も
、
共
生
活
す
る
雌
に
小
山
義
浩
を
負

L
K
い
ふ
酬

現
に
テ
ユ
ル
ヒ
ア

I
位
、
制
証
原
則
よ
り
し
て
、
則
極
主
義
に
山
て
居
る
凶

(
盤
三
口
)

(
佐
官
二
)

Seligman， 1 c. p. 113 

Zurcher， 5. a. O. S. 55. 
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(
健
三
ニ
)

一
副
由
設
費
者
が
彼
自
身
。
園
白
負
抱
を
知

9
、
外
国
に
て
侃
す
瓜
田
技
究
の
牝
益
に
到
し
て
抑
ふ
べ
き
高
き
聴
を
見

る
い
は
奇
に
、
政
盆
が
拙
自
身
の
闘
に
於
吋
る
制
首
白
抜
費
と
同
一
回
純
収
監
典
ふ
る
特
別
の
場
合

u
b
に
舛
闘
に
世
資
す
る
と
と
与
な
る
と
就

担

。

ス
タ
シ
プ
は
、

第
三
段

属
人
属
物
併
用
主
義
に
依
る
園
際
課
税

又
は
経
済
利
盆
主
義
正
い
ふ
ド
得
る
o

此
は
特
に

二
般
|
|
魁
人
風
物
併
用
主
義
は
一
に
、
経
済
従
属
主
義
、

住
蕗
主
義
正
従
物
(
財
源
)
主
義
正
を
結
付
り
、
成
度
ま
で
居
蕗
主
義
本
総
主
義
会
加
味
L
、
此
等
人
、
物
副
主
義

の
調
和
吉
れ
た
も
の
ご
い
ふ
を
得
べ
〈
(
出
三
=
一
)
、
課
税
が
関
係

L
た
る
経
済
利
盆
に
腿
じ

τ各
校
棋
に
分
配
苫
れ

た
も
の
古
い
ふ
を
得
る
(
融
三
四
)
。

(註
E
2
)

七
リ
グ
マ
ン
は
之
を
以
て
、
居
晶
、
住
慮
、
財
掠
所
杭

ω
=一
主
誌
を
制
利
し
た
も
の
と
い
ふ
出

(
位
三
回
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
柑
拙
制
突
に
凶
る
五
観
融
輸
の
坊
令
に
、
開
松
的
問
品
川
は
、
組
怖
刑
住
又
は
紐
抽
問
従
掴
主
義
の
原
則
だ
と
い
ふ
こ
と

を
且
山
し
た
と
錯
し
、
シ
ャ
ン
ツ
も
、
立
法
占
は
怯
律
上
自
従
脳
内
代
り
に
、
柑
虚
州
叫
厨
世
代
り
に
、
唱
な
る
場
晶
従
属
白
代
り
に
、
純
消
純
嵐

に
決
心
す
る
を
得
る
。
翻
済
従
属
同
町
を
士
誕
と
す
る
と
き
に
、
組
前
上
に
公
北
刷
雌
に
紺
付
き
た
る
各
人
、
印
ち
共
闘
悼
の
任
務
の
賀
行
よ
り
利

盆

E
受
く
る
各
入
が
負
指
せ
し
め
ら
る
込
こ
と
に
な
る
と
い
ふ
出

A
各
一
克
素

ω割
合
1
ー
に
つ
い
て
は
、
大
館
上
、
居
者
は
消
費
税
交
通
殺
の
随
時
的
負
捻
に
止
め
、
住
蕗
己
財

源
t
に

τは
財
源
(
笹
利
)
に
重
〈
、
住
所
(
消
費
)
に
粧
〈
す
る
の
が
普
通
の
考
方
で
あ

h
、
V

ヤ
ン
ツ
の
如
き
は

之
に
数
字
上
の
閥
係
を
指
定
し
、
前
者
四
分
一
二
、
後
者
四
分
の
一

E
さ
へ
も
い
ふ
た
が
(
剖
一
三
毛
‘
其
は
あ
ま
り
獅

議

岡
際
謀
殺
の
主
義
論
争

銘

擁

諭

第
二
十
二
審

五

丸

Stamp， Curl'ent problems. p. 190 

Seligman， I. c. p. 113 
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識

同
際
謀
枕
由
主
義
論
争

第
ニ
十
ニ
巷

(
第
三
観

--，、
} 

O 

諭

断
に
過
や
正
し
て
、
財
源

ω方
仁
多
少
重
き
を
置
〈
ピ
レ
ふ
り
は
、
利
盆
削
倒
か
ら
し
て
、
義
務
者
が
財
源
叉
は
倍

利
に
つ
き
負
ふ
所
の
も
の
が
、
住
所
又
は
消
費
に
つ
い
て
負
ふ
よ
・
り
も
一
一
層
強
大
且
つ
切
貨
な

b
ご
い
ふ
の
に
基

co
郎
ち
或
人
が
或
叫
に
て
或
も
の
を
儲
げ
得
口
三
い
ふ
こ
ご
に
つ
い
V

て
は
、
彼
は
其
地
の
政
府
に
深
〈
謝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
或
人
が
或
地
に

τ或
も

ωを
使
っ
た
ど
い
ふ
ニ
ご
に
於
て
は
、
彼
も
此
地
の
政
府
に
謝

す
べ
き
も
の
を
有
つ
で
は
ゐ
ら
う
が
、
共
地
方
か
ら
い
ム

Z
之
十
一
使
っ
て
呉
れ
た
こ
正
に
つ
き
却
つ

τ彼
に
制
到
し

或
度
ま
で
謝
す
べ
き
も
の
が
あ

h
Z
せ
ら
れ
る
。
其
れ
ピ
今
一
つ
課
税
的
資
行
上
か
ら

L
て
も
財
源
主
義
の
方
が

住
所
主
義
よ

b
も
一
居
容
易
促
覚
磯
貨
に
正
い
ふ
司
」
己
も
ゐ
品
。
向
又
此
財
源
主
義
に
は
人
な
の
直
覧
じ
も
趨
F

フ

己
い
ふ
-
』
己
が
ゐ

b
、

そ

L
1
歴
史
的
に
物
税

ω方
が
人
枕
よ

b
も
前
に
開
り
た

E
い
ふ
こ

E
も
財
源
主
義
偏
傾

を
助
け
て
居
る
(
龍
三
六
)
G

(
註
=
一
五
)
シ
ヤ
シ
ツ
は
、
住
蕗
と
所
得
旧
酬
と
の
典
る
と
き
、
又
は
共
白
呉
る
だ
け
に
て
は
、
嗣
消
帥
従
属
が
分
割
さ
れ
、
共
従
属
は
小
な
る
部
八
万

が
市
北
回
世
に
蹄
L
、
一
附
大
H
A
J
一
一
晴
樹
な
る
カ
必

ιて
、
別
得
制

ω
右
折
L
皆
刺
川
口
行
は
る
土
刷
植
に
蹄
す
る
。
此
故
に
此
に
、
所
川
町
誠
心

公
共
判
錨
出
、
共
縄
止
に
よ
れ
ば
負
ふ
べ
き
柚
心
問
分
一
ニ
を
・
伺
島
公
共
幽
錨
が
凹
分
一
を
駈
る
と
告
に
埴
協
な
る
棋
半
が
存
す
る
て
あ
ら
う
と

山

いふ。

)
 

ス
タ
ン
プ
は
、
歴
此
的
に
川
誠
主
義
の
方
に
武
き
を
置
(
山
市
邪
L

と
し
て
、
-
惜
ん
官
凡
べ
て
の
一
世
代
。
枯
が
共
初
め
の
溌
謹
に
て
推
定

ー
ι

、

的
棋
単
、
ょ
リ
出
殺
し
、
一
定
の
物
の
使
川
畑
又
は
品
川
脚
に
よ
り
楳
拍
さ
れ
た
と
止
、
仰
一
間
撞
界
両
日
に
生
い
し
た
恩
一
品
は
粧
を
捌
ふ
と
と
な
〈
し
て
は

)
 

外
刷
に
あ
る
人
々
由
利
益
と
せ
、
b

る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
と
と
を
主
持
す
る
制
民
的
臨
班
、

8
範
的
別
々
の
組
暗
に
よ
り
て
よ
り
は
他
山
方
法
に
て

(
 

)
 

筒
人
を
鵡
碕
ナ
る
ζ

と
の
行
政
的
困
鵬
、
川
い
誹
松
山
剥
益
劇
、
卸
ち
揖
停
止
同
家
白
政
府
よ
り
保
謎
を
受
〈
る
凡
べ
て
の
柄
動
及
枇
入
海
は
之

ι

(
桂
三
六
)

日chaoz，a. a目 0・S.IJ 36) 
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l
w
!
 



却
し
て
貢
献
す
で
し
と
山
寺
を
以
「
叩

問
符
一
冗
来
的
順
位

l
l其
は
前
記
の
糾
合
の
反
面
ず
も
見
ら
る
入
炉
、
財
源
E
佐
世
陣
ご
で
は
、
前
者
の
方
が
後

者
よ
・
り
も
先
行
す
日
、
き
も
の
ご
せ
ら
れ
る
o
北
(
は
例
外
は
原
則
に
先
行
す
ぜ
い
ふ
の
理
由
に
よ
b
て
説
明
せ
ら
れ

る
(
叫
三
七
)
0

「
健
三
七
)

タ
ヱ
ル
ヒ

γ
ー
は
、
-
地
自
作
す
る
喝
の
枯
拙
、
叫
町
議
自
存
す
る
島
内
抽
出
、
仲
河
川
地
山
枯
拙
と
三
の
刷
係
は
、
平
副
A
H
白
抽
出
が
一
一

舟 山
!: 1i1! 
引 の
つ 枕
と lill
u、 iこ
λ、 N
O九お〉 よ

る
{吋
タト
を

'J¥(， 
L 

凶
て
此
ニ
の
も
の
に
先
行
し
、
持
議
叩
岬
叫
刊
は
仙
尚

ω
一
般
謀
砧
山
例
外
ど
あ
っ
て
、
附
っ
て
之
よ
リ
も
市
町

方{ニ)
而 I庄
ご 傍
カ~ヨE
ゐ 114一

つ似
て JUl

市
山
口
枕
住
民
地
課
税
主
義
|
|
此
は
机
枕

ω能
力
に
は
生
涼
持
利
的
方
而
ピ

治
山
口
支
出
的

前
川
有
は
般
八
位
川
淀
川
川
町
松
崎
一
す
に
よ

h
t
z
d
せ
ら
れ
、

長
者
t
h
R
安
川
耳
目
妻
、
ノ

b
I
h
z
rむ
こ

t13

ニ

A
q
t
i
t
-
b
H
t
u
れ
4
相
l
よ
h

て
課
せ
ら
れ
る
o

共
れ
で
各
枕
拙
に
叫
刊
を
分
配

:Qり
に
は
右
凶
牧
後
川
底
所
得
枕
等
は
財
源
所
任
地
ド
ト

τ、
消

品
H

税
H
H

住
居
地
仁
て
識
す
る
こ
正
、
す
る
の
が
池
蛍
に
ご
い
ふ

ωで
ゐ
る
(
比
一
-
一
λ
)
O

(
民
三

A
)

ヒ
リ
グ
マ
ン
は
、
植
方
の
二
ゆ
且
鮮
や
り
山
後
し
て
、
利
引
村
山
事
げ
ら
る
h

附
を
し
て
且
爪
枕
、
即
ち
川
川

t
x
は
所
州
材
、

X
は
事
業
、

U
A
H
生
成
的
他
力
的
或
他
山
似
暗
に
出
じ
て
探
せ
ら
る
h

拾
を
分
間
さ
れ

L
品
、
尚
人
が
け
加
し
利
作
を
消
費
す
る
同
を
し
て

U
I安
川
h
k
ρ

世
間

l
i
l
t
-
J
4
r
j
 

砧
を
卦
附
さ
れ

L
め
よ
と
い
ふ
削

)

)

 

仏
共
長
所

1
1い
い
之
に
よ
れ
ば
則
源
地
も
仕
居
地
も
共
に
相
官

ω財
政
牧
入
を
得
る
こ
じ
に
伝

h
、
バ
川
理
論
上

が
ら
鬼
て
、
財
源
も
佑
屈
も
共
に
、
入
山
共
公
共
同
組
己
の
経
済
関
係
を
示
す
か
ら
、
双
方
り
関
係
附
儲
を
長
々

議

語曲

間
際
謀
枕
由
主
義
論
事

部
二
十
二
巻

'i 
扱

k 
) 

Stamp， Currl!n( plひblems.p. 19'-2 

Zurcher， a 江 o.s ι4 
Scligman， 1 C. p. 1 '3 
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(
第
二
秘

λ 
) 

一

前

設

同
際
謀
枇
由
主
義
誠
九
百

第
二
十
二
巷

の
税

ω聖
同
じ
輿
ら
し
む
る
ニ
正
仁
は
相
首

ω説
明
が
つ
〈
O

山
山
共
れ
か
ら
此
は
其
訓
剛
一
枕
賀
行
事
。
至
根
容
易
で
あ

る
o

一
川
各
凶
相
率
ゐ
-1
之
佐
一
行
は
い
大
館
、
重
視
融
税
が
越
り
ら
れ
る
o

川
北
(
短
所
|
|
併
し
川
凶
税
で
あ
れ
ば
多
〈
の
凶
に
て
消
技
枕
が
可
な
り
大
〈
、
佐
々
に

L
て
斑
接
枕
伝
凌
調

比
主
義
で
も
克
ま
で
住
民
仙
凶
が
凶
ら
す
、
彼
も
相
官
又
は
共
以
上

ω配
蛍
に
拠
か
る
こ
正

L
f了

a

L

J
るけ
U
L」
主
由
レ

U

に
な
る
が
、

山
山
ト
り
、
J
t
q

ャ
、
ノ
日

ー
ィ
ノ

uuvノ，
T
レ

F

宜
〆
、

此
方
法
仁
よ
っ
て
は
住
蕗

治
山
河
枕
を
品
川
ん
ど
全
く
跳
〈
も
の
に
つ
い
て
は
、

凶
ψ
配
賞
が
過
賞
に
小
〈
な
る
の
快
矧
を
示
す
(
計
一
一
ナ
川
)
O

い
い
叉
消
費
税
を
制
蛍
て
ら
れ
た
る
闘
で
は
、

其
消
投
に

て
は
能
力
の
川
崎
準
ご
[
て
じ
甚
に
不
尚
日
比
な
も
刊
に
ご
い
ふ
喧
〕
正
一
か
め

ha凹

O
)
、
庇
接
殺
を
配
常
さ
れ
た
闘
t

し
て
も
、
財
源
主
義
を
此
〈
ピ
さ
に
は
、
能
力
以
川
上
盟
主
[
き
掠
進
、
人
的
事
情
考
慮
、
負
依
槻
酌
な
刊
と

ω行

ひ
雛
き
雄
も
あ
る
。
一
山
山
又
、
此
十
一
義
が
閥
際
協
約
に
よ
h
採
川
主
れ
た
ご
き
に
は
、
小
〈
さ
も
従
来

ω情
態
ご

比
照
[
工
、
特
に
閥
際
似
桃
闘
が
一
一
般
不
利
な
る
立
場
仁
泣
か
る
、
嫌
が
あ
る
o

彼
を
、
あ
ま
り
に
多
〈
不
利
ぜ

す
る
の
城
が
あ
る
。

(
陸
三
九
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
前
北
叫
が
仰
ほ
大
に
侠
川
せ
ら
れ
、
巾
品
〈
枕
山
師
的
斜
め

ι
H蹄
識
す
べ
き
も
自
で
は
あ
る
が
、
比
山
口
地
方
及
、
聯
邦

会
刊
日
的
山
尚
め
の
仙
川
は
制
点
山
も
杭
〈
制
臥
せ
ら
れ
る
・
別
損
枕
山
来
て
ら
る
弘
山
時
て
は
、
生
産
相
を
分
限
す
る
と
と
に
於
て
或
抑
制
を
幸

ふ
る
ζ

と
が
必
裂
と
な
る
止

V
A凶

(
駐
回
O
)

コ

セ
リ
グ
マ
ン
も
、
之
に
川
咋
し
、
別
品
目
は
所
利
低
古
に
寸
分
な
剤
師
枕
秘
時
と
は
考
へ
ら
れ
ず
と
桔
お
し
℃
肘
る
。

Seligm凡n，1. c. p. 114 
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己
直
接
税
中
に
つ
き
・
牧
盆
税
特
別
所
得
税
財
産
税
を
財
源
地
、
所
得
税
を
佐
世
陣
地
に
て
課
税
す
る
の
主
義

1
1

(
此
剛
一
)

)
 

山
い
削
申
占
に
も
封
凶
者
多
し
。
例
之
、
ロ
ッ

ν
ヲ
ー
は
、
主
抑
的
た
る
人
民

A
M符
柑
は
、

K
般
の
刊
叫
す
る
同
に
納
砧

L
、
非
加
向
な
る

政
証
枇
は
物
純
白
布
rμ
す
る
凶
に
納
秘

L
、
前
山
立
枇
川
市
山
山
一
生
ず
る
山
内
に
捌
ふ
の
が
最
自
然
的
自

T
3
r
(尤
も
、
的
刊
は
、
所
得
税
は
主
柑
山

(
陸
固
さ

住
す
る
同
に
も
、
所
仰
の

Aγ
る
同
に
も
胤
す
と
附
一
d
1
)
と
い
ひ
、

t
i
ベ
ル
ヒ
も
、
抑
論
は
火
山
山
首
求
を
定
め
る
こ
と
を
訴
す
る
を
作
山
O

J
地
本
い
川
智
誌
の
牧
抗
内
祉
は
、
拘
組
内
抗
か
る
、
同
に

H
つ
此
山
み
に
州
ふ
べ
〈
、
主
制
的
の
人
並
所
ね
枕
仕
机
仕
立
仙
山
内
付
す
る
周
X
H
此

所
作
「
俸
給
国
給
等
)
を
捕
ふ
同
に
棚
ふ
司
へ
き
も
山
だ
と
お
し
、
パ
ス

7

1
ゾ
ル
も
、

jH
d
d
上
の
秘
、
又
位
地
方
の
レ

i
ト
は
、
川
市
州
存
杵
問
に

拘

ιさ
る
べ
{
、
一
般
所
初
枕
及
前
貨
物
へ
山
間
持
続
は

H
山
地
同
に
師
ず
る
こ
と
が
主
訂
正
見
ゆ
る
主
勾

L
、
ジ
エ
ン
セ
シ
は
、
人
心

J
山
枕
で

は
問

ω
訓
砧
帥
酬
は
、
人
日
掛
川
内
に
付
蕗
ir布
つ
こ
と
に

k
u
H
入
山

Iι
一
刊
は
れ
、
川
氏
自
上
に
は
、
闘
は
主
と
し
て

R
h
hこ
上
り
ど
拾
躍
を

l

J

i

;

l

i

l

F

T

i

 

得
る
。
時
小
岩
田
ト
L

凶
拙

M
U
M
M
M
O
劫
所
に
よ
り
て
行
日
珂
Q

L

と
品
L
3
0

小
山
に
ス
タ
ン
プ
は
、
所
御
荷
風
畑
山
一
府
愉
珂
的
川
つ
珂
論
的
に
時
間

越
し
仰
る
制
抑
制
止
し
て
に
非
ず
主
も
、
砂
(
と
も
市
山
山
訓
枕
山
り
川
判
岬
拠
山
北
官
行
的
解
決
と

L
て
、
所
得
柑
住
所
地
諜
祉
の

K
ヘ
山
一
一
世
に
品
開
て

附
民
位
辿
の
佐
川
の
昨
日
法
を
且
る
こ
と
L

な
る
で
あ

L
う
左
い
」
叫

)
!
l

、‘

山い

1
判
と
L
て
は
、
州
問
山
一
般
冊
作
砧
が
此
iiL
識
に
伏
る
。
之
に
て
は
仰
凶
に
日
所

M
mを
有
た
ぎ
る
者
に

H
制
令
、
所
制
止
陀
ず
る
刷
川
又

は
器
業

E
K引
つ
も
之
を
免
仁
、
併
し
刊
日
川
川
仙
川
川
広
仙
川
問
に
も
つ

μn
に
は
内
外
比
べ
て
の
所
刊
に
謀
枕
す
る
o
特
に
船
舶
に
つ
い
て
は
英
米
川
相
万

王
識
に
よ
り
』
日
時
白
所
引
を
兎
ず
る
o
向
は

A
三
三
年
一
一
月
山
同
際
揃
胤
の
坑
趨
謀
砥
委
貝
命
の
報
告
に
て
は
、
所
得
枕
に
て
は
日
厨

i
識

が
艇
越
だ
と
い
ふ
料
請
を
、
般
的
粧
品
川
市
川
υ
J
に
、
故
に
料
凶
品
川
殺
川
端
山

I
に
弘
け
る
ζ

と
に
力
量
人
れ
た
o

即
ち
瀧
注
L
た
曜
に
於
け
る
所
得

舶
の
川
越
に
於
て
、
持
刊
代
山
相
互
正
義
的
先
叫
が
前
組
制
批
を
泣
く
る
H
M
望
ま
し
一
言
質
問
M

的
方
#
だ
止
と
し
た
。
そ
れ
か
、
b

一
九
二
二
一
年
，

1
.
H

ω
尚
之
合
副
所
同
郎
官
品
川
口
市

K
H脅
も
亦
た
、
附
肌
仰
爪
一
也
誹
砧
を
挫
〈
る
山
川
良
心
心
法
は
伺
加
が
所
仰
枕
内
唯
一
白
土
，
l

句
と
な
る
べ
き
原
則
を
ポ

認
す
る
に
あ
り
と
考
へ
た
O

そ
し
て
一
九
二
四
年
一
H
M
山
本
合
議
も
、
批
委
白
台

ω
決
議
を
認
め
、
京
商
課
砧
を
溢
〈
る
最
山
止
の
方
法
は
、
所
作

百曲

難

国
際
謀
融
自
主
義
論
争

弟
二
十
二
番

(
餅
ニ
椀

Jι 
) 
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論

欝

陥
際
謀
稔
白
主
義
論
争

第
一
一
十
ニ
寄

第

腕

O 

四

枕

ω
士
主
と
し
て
住
所
在
採
川
す
る
こ
と
だ
と
考
へ
た
。

て
、(A)

大芸
館長
、所

生l
iiDJ) 

L 
C 
人
税
を
但;
所
!U! 

て

牧
盆
枕
等
の
物
税
を
財
源
開
問
仁
て
課
す
る
こ

Z

に
よ
り

於
て
重
要
な
る
田
市
準
、

人
的
事
情
の
考
慮
、

特
仁
英
人
校
た
る
所
得
税
は
能
力
原
則
仁
油
臆
す
る
仁

負
債
制
酌
な
ど
を
完
全
に
採
用
す
る
ニ
ピ
を
得
る
o

同
此
に
よ
h
て

財
政
牧
入
上
に
も
双
方
に
ご
り
好
都
合
で
ゐ

λ

リ、

物
税
の
性
質
仁
趨
ふ
こ
正
も
出
来
、

又
、
住
所
闘
も
財
源
械
も
過
賞
に
枕
牧
入
の
分
配
に
則
ヘ
ム
リ
、

山
制
附
枕
の
府
民
行
も
大
館
容
易
ご
い
よ
て
乙
が
出
来
る
o

川
谷
間
幽
此
主
義
を
採
れ
ば
重
複
制
剛
一
枕
ー
も
大
館
避
け
ら
れ

zuwo 町
並
(
短
所

l
|川
併
し
財
産
税
が
往
々
に
し
て
人
税
的
に
謀
せ
ら
る
、
ニ
己
が
あ
る
o

然
る
吉
、
き
は
之
を
財
源

闘
…
い
て
制
附
す
る
の
州
不
通
常
で
ゐ
る
。
吉
台
正
て
之
を
位
所
闘
に
て
融
ー
し
て
は
住
所
闘
の
配
嘗
が
過
大
正
な
る
。

引
叉
或
圃

ω直
接
税
が
専
ら
所
得
枕
(
一
般
的
な
)
の
み
よ

h
成
り
、
別
に
之
己
並
ん
で
特
別
所
得
税
が
あ
っ
て
も

配
が
一
郎
の
も
の
、
み
に
あ
っ
て
不
完
全
で
あ
る
己
き
に
は
、
英
国
が
住
所
諜
枕
の
立
場
仁

τは
過
嘗
に
有
利
、

財
源
課
税
り
立
場
仁
て
は
池
骨
聞
に
不
利
正
な
り
、
斯
(
て
其
闘
が
闘
際
的
負
債
闘
で
あ
る
ご
、
不
利
が
甚
L
〈、

偵
構
図
で
わ
る
ご
過
大
に
取
り
明
、
る
ご

ν
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
(
前
回
二
)
O

川
一
般
所
得
税
も
特
別
所
得
税
も
並

必
す
る
場
合
に
て
も
、
間
々
、
英
一
般
枕
正
特
別
税
ピ
凶
国
剖

ω明
確
を
依
(
こ

Z
が
あ
る
。
此
場
令
に
も
税

ω

稲
類
に
よ
り
て
課
税
緋
闘
を
分
?
」
J

」

ω困
難
な
る
-
匂
ご
に
な
る
混
同
=
一
v
o

Ues田so叩n，T 帥削iteprat 
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(駐四一一)
例
之
、
〆
ス
ア
J
プ
ル
は
、
此
場
合
一
J

M

仲
間
上

F
位、
b

b

h
別
得
。
或
川
畑
、
例
之
、
土
地
旧
日
地
代
の
如
き
は
「
佐
師
岡
町
ち
債
椴
岡
に

て
は
)
兎
祉
を
製
求

L
判
ペ
さ
も
の
だ
と
い
r
L
U

(
陸
四
三

パ

ス

テ

1

7
ル
仕

一
般
所
持
説
と
特
別
仕
益
措
と
山
間
に
明
な
る
脳
出
を
引
(
と
と
は
持
品
て
な
い
と
持
志
し
て
出
る
ω

佃
庇
接
税
中
に
就
君
、
牧
盆
税
は
財
源
地
説
杭
ざ
す
る
ご

L
て
、
所
得
税
及
財
産
税
を
財
源
地
ピ
位
所
地
正
に
て

訴
竿
融
枕
す
る
の
主
義
缶
四
四
)
i
l
i
但
上
牧
盆
殺
を
全
〈
財
源
地
凶
み
の
課
税
正
し
っ
、
所
得
及
財
産
税
を
併
宇

訓
附
秘
す
る
の
で
は
公
平
を
依
(
。
牧
A

弛
松
正
所
得
税
ぜ
を
有
ち
て
牧
盆
枕
に
可
な
ふ
リ
重
〈
旅
す
る
幽
は
、
所
得
税

の
み
を
持
つ
閥
、
又
は
所
得
税
財
産
税
を
並
諒

L
て
居
る
随
よ
・
り
も
過
大
な
る
配
常
に
興
る
こ
ど
に
な
る
o

で
牧

盆
税
所
得
税
並
凱
闘
で
は
、
政
盆
税
ぜ
所
得
税
ご
の
合
計
的
字
分
度

ωも
の
を
標
準
ピ
[
、
外
住
民
の
股
盆
に
は

特
に
其
程
度
の
も
の
を
謀

L
、
外
来
の
所
得
に
祷
l
f其
税
皮
の
も
の
会
践
す
ご
す
べ
き
で
あ
る
o
そ
L
E
此
に

い
ふ
折
宇
課
税
の
際
・
採
準
率
を
泊
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
み
的
場
合
仁
は
外
来
の
所
得
は
竿
額
の
所

待
を
以
て
、
内
家
所
得
に
合
計

L
、
併
L
之
に
泊

mす
べ
き
税
格
は
、
外
来
所
得
の
全
額
ピ
内
来
所
得
額
ご
の
合

計
に
相
設
な
る
べ
き
税
率
正
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

L
工
牧
袋
税
所
得
税
の
並
存
闘
で
は
、
其
牧
盆
校
正
所
得
税
古

的J

闘
係
が
、
平
均
卒
に
於
て
一
ピ
一
ご
の
如
〈
相
匹
敵
す
る
と
き
は
.
所
得
税
に
於
て
外
来
所
得
の
全
額
に
故
税

L
τ
可
で
あ
h
ノ
、
夫

ω閥
係
が
一

Z
一
一
己
の
如
き
も
の
な
る
ご
戸
は
、
所
得
税
に
て
外
来
所
得

ω四
分
三
に
課
税

夫
の
関
係
が
こ
ど
一
ざ
の
如
、
き
も
の
な
る
に
於
て
は
、

す
べ
〈
、

所
得
税
に
於
り
る
外
来
所
得
は
英
本
領
仁
四
分

論

最

同
際
融
祉
の
主
議
論
事

第

腕

第
二
十
二
巷

一) 

五
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4 

) 

第
二
十
二
巻

(
第
二
親

= 
"-r、

長市

議

同
際
謀
説
由
主
葬
論
争

一
追
加
を
品
局
し
た
る
も
の
に
課
税
す
ぺ
き
で
あ
る
。
此
等
の
計
算
は
面
倒
で
も
あ

h
、
叉
精
密
で
は
な
い
ー
か
も
知

此
相
判
的
事
項
に
は
巳
む
を
待
臥
鹿
出
で
あ
る
。

山
咋
北
が
、
内
閣
外
に
泊
勤
す
る
自
明
合
祉
に
、
五
o
t
N
山
崎
柑
と
地
む
柏
田
球
児
砧
と
を
拠
ふ
る
心
が
、

れ
な
い
V

が、

出
来
る
に
り
の
一
公
一
ゃ
を
求
む
る
以
上
、

「
健
四
四
)

一
部
此
一
辻
義
を
採
る
も
心

京E
Q 

ハ
川
共
長
所
|
|
川
此
に

τは
一
般
所
得
税
三
い
へ
ど
も
財
源
岡
正
佐
陛
凶
正
に
て
訴
竿
分
配
せ
ら
れ
て
、
耐
凶

己
も
財
政
牧
入
を
相
嘗
に
皐
げ
る
司
』
芭
が
出
来
る
。
ろ
財
源
闘
も
住
蕗
闘
も
共
仁
此
以
税
に
は
相
常
山
理
由
を
も

っ
。
賞
然
の
課
税
ピ
レ
へ
る
o

川
町
寅
行
は
左
ま
で
六
っ
か
し
〈
な
〈
、
特
に
牧
盆
税
が
な
く
な
り
、
専
ら
所
得
税

ωみ
か
、
.
之
ご
財
産
税
正
に
よ
り
宜
接
税

ω出
来
て
居
る
場
合
に
は
一
一
府
筋
四
早
で
ゐ
る
o

作
此
を
各
岡
が
採
れ
ば

大
憾
に
於
て
重

ar減
税
は
避
け
ら
れ
る
。

別
共
一
加
所

1
l川
各
闘
が
相
率
ゐ
て
所
得
税
主
義
己
な
っ
て
し
ま
へ
ば
良
い
が
、
特
に
牧
袋
枕
t
所
得
税
ご
の

併
用
主
義

ω闘
が
ゐ
る
ご
、
主
一
の
牧
盆
枕
は
狐
v民
球
枕
の
外
な
き
も

ωで
あ
る
か
ら
、
多
少
取
扱
が
面
倒
に
な
る

ご
い
ふ
一
』
ご
が
あ
る
o

パ
川
財
源
国
己
佐
世
他
国
ピ
の
分
配
的
割
合
を
採
竿
正

L
た
の
に
は
獅
断
的
雄
も
ゐ
る
。
け
れ

い
と
も
斯
か
る
事
項
に
は
或
皮
凶
獅
断
も
巳
む
を
得

ω
ニ
正
、

l，

τ如
叫
す
O

に
は
足
る
(
乱
凹
五
百
斯
〈
て
住
所
幽
は

直
接
税
に

τ字
社
庁
昨
白
川
り
も
の
を
股
め
、
別
に
消
投
税
政
入
を
も
皐
「
る
に
於

τ、
財
源
国
に
謝
し
過
大
な
る
配
蛍

で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
る
が
、

課
税
に
あ
ち
て
は
何
蕗
に
て
或
も

ωを
儲
り
た
か
ご

ν
ふ
噌
}
ご
の
物
的
側
係
よ

St<unp. CUITCllt pn:Jbklll>'i. p. 201 '0) 



h'
は
、
或
人
が
何
蕗
を
生
活
の
本
嫁
ご
定
的
て
居
る
か
古
い
ふ
人
主
公
共
闘
鰻
己
の
聞
係
に
重
き
を
位
〈
べ

L
ご

い
ふ
見
解
を
採
る
な
ら
ば
、
此
れ
で
覚

L
い
ご
い
へ
る
。
従
来
の
財
源
地
偏
重
よ
h
h
此
仲
間
一
肋
州
偏
重
の
方
が
一

府
進
ん
H
h
考
に
ご
前
提
し
、
重
な
る
各
岡
斑
接
枕
が
所
得
税
本
位
に
傾
き
、
少
〈
ぜ
も
牧
盆
放
を
一
来
て
、
ぅ
、
ゐ

る
こ
F
を
見
る
ピ
き
仁
、
出
来
れ
ば
此
主
義
に
て
岡
際
協
定

ω
生
す
る
の
が
盟
ま
し
(
又
池
宮
に
ご
忠
は
る
、
。

(
駐
四
五
)

セ
リ
グ
マ

y
は
、
山
制
心
掛
な
る
分
配
は
品
推
に
制
断
と
な
る
。
併
し
描
断
な
る
分
配
げ
山
県
分
配
よ
リ
も
よ
り
良
き
も
曲
だ
と
い
、
も

五
直
接
枕
を
住
民
枕
根
脱
税
結
合
税
ご
[
、
外
来
所
得
に
住
民
税
を
、
外
住
所
得
仁
枝
脱
税
を
、
内
同
に
山
で
て

内
闘
に
止
ま
る
所
得
に
結
合
枇
を
訓
附
す
る
の
主
義
(
此
凹
六

)1i此
は
形
式
上
に
は
一

ω別
り
主
義
E
あ
る
が
、
結

局
、
前
約
四
山
中
土
説
明

t
一
行
へ
は
故
以
〈
此
主
義
に
池
'
フ
ゃ
う
じ
思
は
品
、
。
戒
は
三
山
主
義
仁
イ
-
も
同
伐
の
-
」
正

(

(

 

が
出
来
る
が
、
英
れ
で
は
特
別
税
正
一
般
税
ご
の
割
合
の
不
岡
、
二
税
の
断
別
の
不
明
的
線
的
仁
不
公
平
な
る
閥

際
分
配
を
生
す
る
を
免
れ
前
。

(
位
四
穴
)

ス

ダ

y
.
7
は
、
晶
同
日
目
隅
内
よ
り
符
ら
る
込
町
刊
に
つ
き
共
住
民
に
一
心
枯
骨
拾
を
融

L
、
外
附
よ
り
得
ら
る
h

所
叫
に
一
的
住
民
枕

走
、
並
に
則
て
行

t
所
。
凡
べ
て
の
所
刊
に
一
白
柚
原
枕
を
課
す
れ
ば
、
其
結
果
、
事
に
於
け
る
備
伊
山
尭
を
別
と
し
て
、
市
趨
説
松
山
川
題
。

8
 

な
い
こ
と
誌
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。

六
直
接
枕
を
財
源
凶
に
て
完
全
に
謀
税

L
、
住
所
闘
に
て
制
引
腿
械
を
行
ふ

ω主
義

A
住
所
闘
が
其
住
民
か
ら
取
る
べ
き
税
よ
り
、
其

ω外
闘
よ

b
t部
品
所
得
に
つ
き
外
閣
仁

τ前
に
抑
ひ
た
る
税

U苗

叢

バ
際
課
税
山
立
議
論
争

第
二
十
二
巷

部

批

) 

t 

Selig11l九nLc.p.ILj
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四

第
ニ
十
二
巻

会
附
二
蹴

λ 

議

踏
際
課
税
自
主
義
論
争

論

額
を
引
去
る
ゆ
主
義
(
註
同
士
)
|
l此
じ
よ
れ
ば
財
源
地
税
が
住
所
地
税
よ
h
も
重
量
正
き
に
は
其
上
、
佐
蕗
地
に

て
之
に
課
税
せ
す
、
住
所
地
の
方
が
一
一
層
重
き
ど
き
に
、
北
(
重
い
に
け
を
課
す
る
の
で
、
此
れ
に
よ
h
て
重
複
課

税
が
避
け
ら
れ
る
ど
も
い
は
れ
る
が
、
併
し
此
れ
で
は
位
所
岡
政
府
が
財
源
国
政
府
の
利
盆
の
勉
め
仁
犠
牲
を
抑

ふ
F

』
正
、
な
る

ωで
(
詰
凹
八
)
・
前
者
が
之
に
同
意
tJ
る
こ
ど
を
背
ん
じ
な
γ
で
あ
ら
う

L
、
叉
貨
に
不
日
常
川
T

な
る

国
際
分
配
己

νは
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶

此
は
一
九
二
一
年
六
月
山
両
業
骨
議
所
同
際
合
議
山
ロ
ン
ド
ン
官
議
に
て
遮
べ
ら
れ
た
主
我
」
て
あ
る
。

(
註
四
七
)

mw 

ス
タ
ン
プ
も
、
此
は
負
債
聞
に
於
け
る
哨
松
山
圭
き
負
婚
を
、
債
措
問
に
投
ず
る
こ
と
、
?
な
る
と
評
し
て
居
る
。

(
註
岡
八
)

引
財
源
闘
に

τ完
全
に
課
税
し
た
る
上
に
、
住
所
闘
に
て
も
外
来
の
所
得
に
課
税
す
る
が
、
共
皮
合
を
此
岡
に

工
蛍
然
に
践
す
べ
き
も
の
、
宇
分
皮
正
す
る
の
主
義
(
計
四
九
)
・

C
財
源
闘
に

τ完
全
に
課
税

L
、
住
所
闘
に
て
は

外
来
の
所
得
額
か
ら
外
国
幽
に
て
謀
せ
ら
れ
た
る
税
額
を
引
去
h
た
る
残
額
じ
相
嘗

ω謀
税
を
鴻
す
の
主
義
(
計
五

0
1
町
特
に
例
外
的
に
不
動
産

ω如
き
も
の
、
み
源
泉
国
税
税
ご

L
、
佐
世
陣
闘
に
て
は
共
法
規
に
従
ひ
共
に
濁
[

て
蛍
然
謀
す
べ
き
枕
よ
ち
、
北
(
師
側
'U
本
凶
に
て
謀
せ
ら
れ
た
る
傾
げ
い
け
を
控
除
す
る
の
主
義
宗
主
一
)
な

Y
7も
あ
る

が
、
何
れ
も
A
主
義
こ
略
ぼ
同
伐
の
非
難
を
受
け
る
。

此
は
両
議
官
説
所
同
際
令
識
の
一
九
二
二
年
十
一
一

Hω
締
民
合
議
凶
決
説
で
あ
る
。
此
に
依
れ
ば
、
世
陛
下
相
臨
し
た
全
き
拙
か
ら
、

(
陸
田
丸
)

即
時
受
制
国
(
佐
山
出
問
)
に
て
件
同
(
財
源
問
)
よ
り
の
断
柑
に
瓢
せ
ら
る
L

柑
に
づ
い
て
宥
恕
を
奥
よ
べ
(
此
右
狙
同
似
自
身
の
撹
岨
向
(
佐
島

周
)
に
生
ず
る
所
mw
へ
白
栓
由
宇
分
よ
り
小
な
ら
ざ
る
部
分
に
ま
で
佳
盛
岡
に
て
制
阻
せ
ら
る
へ
し
と
い
ふ

ω
だ
叫

Stamp， Cmrcl1l prol】]町ns.p. 188. 195 
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夙
に
ロ
ツ
シ
ア
ー
が
之
を
場
「
。
仰
向
山
所
作
松
が
此
刷
耐
に
於
て
此
に
依
る
o
帥
ち
此
岡
山
義
務
省
に
よ
り
て
件
闘
に
州
は
れ
た
る
粧

が
控
除
さ
る
べ
き
私
心
主
せ
ら
れ
る
叫

(
位
五

O
)

一
九
二
三
年
大

H
、
附
際
馴
盟
。
専
門
壬
白
が
一
山
方
法
と
し
て
之
を
勘
め
た
同

(
結
五
-
)

七
住
目
路
地
に
て
完
全
に
全
印
刷
待
じ
課
税
し
、
外
住
所
得
に
劃
[
特
に
財
源
地
課
税
を
潟
す

ω主
義

l
l此
は
所
得

税
に
於
り
る
一
の
主
義
だ
が
、
牧
品
価
税
等
は
時
帥
然
此
主
義
に
依
る
明
、
己
、
な
る
o

そ
し
て
此
仁
依
れ
ば
外
闘
に
行

(
も
の
に
は
此
凶
に
て
課
税
す
る
が
、
外
凶
よ
り
来
る
も
の
に
向
っ
て
兎
除
を
行
は
す
、
之
を
も
す
べ
て
住
所
主

義
に
よ

b
て
謀
枕
す
る
の
で
め
る
o

此
は
課
税
凶
ピ
し
て
は
財
政
上
好
都
合
に
が
、
之
に
て
貫
禄
課
税
そ
避
く
る

こ
正
は
ム
ハ
っ
か
F
し
い
(
計
五
二
)
。

(
F
E
ニ
)
日
本
、
英
同
、
米
刷
、
制
活
等
す
べ
て
川
崎
れ
百
。
日
本
て
は
、
日
本
・
在
住
者

ιは
内
外
止
り
来
る
凡
べ
て
山
所
仰
に
訓
枯
し
(
但

L
問

h
r
h
f
J
V
を
幾
分
加
似
し
、

H
4
の
凶
却
を
有

Z
eる
者
内
外
側
泊
費
位
、
替
謀
、
戦
諜
よ
り
の
所
作
在
先
ず
)
、
外
住
者
の
的
地
よ
り
費
降
、
骨

梨
、
公
位
刷
伯
鋭
行
間
金
利
子
、
貸
付
伝
託
刺
抗
、
法
人
よ

H
の
剥
誌
、
利
息
、
刑
制
伶
晶
、
党
興
、
と
し
て
受
〈
る
所
作
を
も
謀
枇
す
。
英
陥
で

は
、
英
問
内
に
住
地
を
有
つ
者
に
は
凡
ぺ
て
山
所
叫
に
謀
枕

L
-
英
岡
内
に
佐
山
出
を
布
ぜ
ざ
る
も
、
英
同
内
心
財
庄
、
神
業
よ
り
の
所
持
、
政
府

川
町
基
金
、

U

人
目
公
備
に
闘
し
て
柿
は
る
h
m
問
料
、
公
蔵
入
よ
り
酬
は
る
込
所
得
、
又
は
英
凶
に
て
生
ず
る
州
制
刊
に
は
剖
粧
義
訟
が
あ
る
。
米
闘
で

は
北
智
内
に
あ
る
凡
べ
て
の
人
同
会
き
純
朋
併
を
説
枕

L
、
外
側
に
出
行
く
も
心
と
い
へ

r
t此
附
に
て
生
ず
る
凡
ペ
て

ω
所
刑
判
に
叫
祉

L
、
何

ト
臨
に
佐
す
る
と
も
米
人
心
凡
ペ
て
の
も
の
に
抽
出
を
掛
求
す
る
(
此
拙
に
て
川
符
去
識
を
叫
川
す
」
。
で
米
同
人
と
内
闘
の
有
住
外
人
と
に
は
内
外

何
れ
よ
り
し
て
凡
一
ず
る
間
待
に
も
諜
拍
す
る
。
掛
逸
ザ
問
所
得
枯
法

ιて
仕
、
大
樹
月
以
上
山
在
住
者
(
及
車
外
描
逸
人
に
し
て
一
見
の
も
山
)
は

内
外
よ
U
謀
る
会
所
特
に
謀
枕

I
(同
特
主
義
が
一
部
加
U

刊
さ
る
こ
、
内
問
白
土
地
、
一
五
い
血
、
管
業
、
替
相
行
泊
よ
り
白
川
和
w
、
又
は
此
白
加
{

規
則
正
し
(
繰
市
喝
さ
る
ゐ
肱
入
王
位
制
助
金
(
肉
岡
田
公
の
品
庫
か
ら
現
在
又
は
勝
躍
の
勤
務
X
は
岨
業
に
考
慮
し
て
興
へ
ら
る
と
に
け
財
源
主

第
二
十
二
巻

第

腕

五
) 

叢

ブt

前

圃
際
課
税
自
主
義
論
事

Rosche:'， a. a. O. S. 346. Bessoll. 1. c. p. 424 

Stam.p. C lIlTent prohlems. p. 2∞. 
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論

議

岡
際
識
枇
の
主
義
論
争

EE 
脱

第
二
十
二
番

三

穴

)

回

O 

誌
に
よ
り
外
闘
に
山
行
〈
も
叫
に
も
謀
枯
す
叫
て
件
作
所
制

ω
謀
柑
に
つ
い
て
は
、
日
制
は
多
山
ザ
制
臥
し
て
居
る
が
、
英
米
は
純
悶
が
制
限
さ
れ

な
い

Q

八
直
接
枕
に
1
特
定
り
所
得
父
は
所
得
制
酬
に
財
源
ポ
#
刊
を
山
肌
h
共
他
を
住
所
主
義
と
す
る
の
主
義

(
 〉ハ

い
土
地
家
H
m
終
業
H
A
其
他
有
形
川
岸
に
附
1
る
限
h

川
相
側
凶
主
義
な
ど
り
、
紘
一
形
附
産
及
之
が
所
得
祐
一
に
北
九
他

の
附
得
に
つ
い
て
は
住
所
側
主
義
を
ご
る
も
の
宗
五
=
一
)
1
l
但
J
此
を
採
る
己
[
て
、
無
形
財
産
小
、
法
人
税
券

に
附
す
る
も
の
は
法
人
の
所
作
凶
不
動
産
上
り
川
町
時
師
棋
は
不
動
産
所
花
岡
に
て
献
す
る
の
が
悦
で
あ
る
(
此
h

阿)。

(
註
五
三
)

ス
タ
ン
プ
も
之
を
州
市
げ
亡
川
る
G

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
川
川
又
は
阿
際
川
山
岡
山
出
自
給
さ
れ
ぬ
叫
上
は
、

H
M
附
唱
な
る

U
ー
は
高
岡
川
川
両

主
謀
す
る
こ
と
は
所
心
地
閥
、
知
市
川
丘
父
は
北
所
仰
を
課
税
す
る
の
は
佑
所
闘
と
す
る
こ
と
だ
と
鴻
L
、
J
V
L

ン
セ
ン
も
、
有
M
M
励
庄
は
一
般

ι右，
ρ
す
る
畠
に
所
作
地
を
ぜ
っ
と
せ
ら
れ
、
加
出
副
討
は
所
有
占
山
住
所
地
に
て
謀
す
べ
き
も
的
だ
と
い
ん
。
プ
ツ
カ
Y

も
、
所
得
中
、
一
府

人
的
な
る
哨
式
、
例
之
、
静
柴
又
は
職
哉
の
ー
行
行
よ
り
川
」
ず
る
も
の
L
如
古
は
作
品
凪
闘
に
嵐
ナ
ペ
〈
、
土
地
、
株
式

X
H
人
的
に
詐
珂
さ
れ
ざ
る

〉

品
目
議
出
如
を
物
同
上
山
枇
は
M

拠
出
郡
聞
に
行
く
べ
き
も
凶
だ
と
い
ふ
訓

(
陸
五
回
)

此
事
吋
ヒ
リ
グ
マ
ン
が
年
げ
て
肘
る
が
、
ジ
斗
ン
七
シ
も
、
不
副
庄
の
祇
市
地
は
土
地
肘
院
の
ホ
る
闘
に
て
課
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ

問

る
を
柑
と
い
ふ
。

)

)

 

い
共
長
所
1
l
l
此
主
義
は
各
闘
が
之
を
採
れ
ば
重
複
謀
枕
を
大
憐
避
け
得
る
。
ヨ
賀
行
も
容
H
剖

H
L
。
3
財

(

(

 

狐
闘
も
住
所
困
も
各
相
常
的
配
常
に
拠
か
つ
て
財
政
般
入
上
に
も
好
都
合
だ
。

4
此
課
税
方
法
に
は
又
物
件
ピ
の

(
 

閥
係
上
特
別

ω
説
明
は
つ
〈
G

特
に
土
地
家
見
傍
業
の
如
き
は
其
所
在
地
ピ
不
動
仁
し
て
隣
る
べ
か
ら
ゴ
品
開
係

に
立
つ
か
ら
其
所
在
地
仁
て
一
説
税
す
る
の
が
至
作
品
一
℃
あ
り
、
北
(
他
の
可
動
的
な
も

ωは
人
ざ
共
に
住
所
地
に
腕
す
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ど
す
る
の
が
常
然
ピ
い
ふ
こ
芭
に
な
る
定
五
五
百

(
註
五
五

此
鮎
か
ら
L
て
は
土
地
家
民
生
苦
み
に
限
っ
た
方
が
一
府
適
切
で
、
後
に
掲
「
る
川
白
主
義
の
方
が
逃
む
べ
き
だ
。
チ
ユ
ル
ヒ
ア
l

は
跡
昨
日
附
へ
M4

・4械

ωL、
或
凶
山
側
城
に
或
は
人
り
、
或
は
去
る
の
に
、
不
動
産
目
一
岡
山
川
怖
の
不
動
の
成
分
と
し
て
、
同
出
所
得
山
水
観
的

2
 

ι主
と
し
て
又
は
中
{
と
も
此
山
肌
き
も
の
と
見
ら
れ
な
(
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
肘
る
が
、
持
哉
、
札
此
上
に
加
へ
て
d
q

良
か
ら
う
と
且
ふ
。

い
川
共
同
別
所

|
l
り
併
L
品
で
は
財
狐
凶
が
ゐ
ま

b
に
多
く
の
枚
入
を
枚
的
4
0
燥
が
め
ム
リ
、
住
蕗
閥

ω分
前
が

少
き
仁
止
人
す
る
o

凶
際
伯
桃
闘
の
不
利
ピ
な
る
の
不
都
合
が
ゐ
る
o

パ
い
理
論
上
か
ら
見
て
も
土
地
家
川
町
傍
業
等
の

凶
係

ωも
ωな
り

さ
1
、
全
然
、

財
源
凶
の
み
が
闘
係
を
も
っ
ご
す
べ
き
で
な

ν。
某
所
有
者
の
作
蕗
闘
も
英
人

絡
に
つ
き
・
随
っ
て
夫
り
財
狐
か
ら
出
た
る
所
得
に
つ
き
経
拙
相
関
係
を
も
っ
ご
す
ぺ
き
で
あ
る
o
-た
が
ら
此
方
法

は
常
を
符
な
い
。

町
不
動
威
、
傍
楽
、
給
料
及
仕
事
よ

h
の
所
得
を
財
源
闘
に
.
動
産
、
資
本
等
は
住
蕗
闘
に
て
融
税
す
る
の
主

義

2
r
f
o、
の
土
地
氷
山
周
傍
業
関
係
を
財
源
闘
に
、
資
本
利
子
勢
働
牧
袋
を
住
庭
園
に
委
ぬ
る
主
義
(
出
五
ヒ
)
、
小
山

不
動
産
(
不
動
産
抵
宮
川
怖
を
合
む

)ω
み
を
財
狐
闘
に
止
め
其
他
を
住
所
闘
に
て
叩
附
す
る

ω主
義
(
計
五
八
)
、
な
H

と
に

至
て
も
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叫
に
、
ょ
た
己
略
ば
岡
山
M
に
、
凶
際
配
蛍
を
↓
公
平
な
ら

L
む
る
方
法
ご
は
い
へ
な
い
。

市

(
結
五
六
)
一
丸
一
二
年
に
、
塊
旬
の
組
放
刷
聞
に
羅
町
内
に
て
結
ば
れ
、
共
々
の
議
令
に
亡
承
偲
さ
れ
た
主
義
て
あ
る
。

(
骸
五
七
)
描
泊
正
て
は
、
此
に
一
八
七
O
年
に
、
土
地
家
両
替
業
収
入
は
、
持
存
荘
地
た
る
術
品
地
各
邦
に
て
租
柑
義
務
あ
る
も
の
と
す
る
の
胤
川

が
行
は
れ
、

R
官
時
此
に
土
地
家
屋
替
業
を
別
と
L
、
義
務
者
同
校
断
を
第
一
位
に
世
〈
由
原
則
が
行
は
れ
た
。
但
し
例
外
と
し
て
制
誕
岡
山
よ

七
) 
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